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図面目録
A3:S=1/－

A1:S=1/－

図    名図面番号

図面リスト

縮　尺

建築改修工事特記仕様書(その1)

建築改修工事特記仕様書(その2)

建築改修工事特記仕様書(その3)

建築改修工事特記仕様書(その4)

建築改修工事特記仕様書(その5)

建築改修工事特記仕様書(その6)

Ａ－

Ａ－ 付近見取図・配置図・外構撤去図

平面図・屋根伏図・立面図・矩計図・その他 A1:S=1/30,50,100

Ｓ－

Ｓ－

Ｓ－

Ｓ－

Ｓ－

構造特記仕様書

鉄骨工事標準図　その１

鉄骨工事標準図　その２

鉄骨工事標準図　その３

Ｓ－

車庫 構造図　１

車庫 構造図　２ A1:S=1/30,50

A1:S=1/40,50

A1:S=1/200,400

図    名図面番号 縮　尺

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

Ｌ－０１

特－

特－

特－

特－

特－

特－

Ｌ－

０２

０３

０４

０５

０６

０１

０１ Ａ－ ０９

１０

１１

Ａ－

Ａ－ 既存車庫　解体図　３　・その他

既存車庫　解体図　２

A1:S=1/400

A1:S=1/200

A1:S=1/30,200

既存車庫　解体図　１・仮設計画図

Ｅ－

Ｅ－

Ｅ－

０１

０２

０３

電気設備工事特記仕様書

車庫　幹線設備図

既存車庫　電気設備撤去図

A1:S=1/100

A1:S=1/200

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事



工事写真 (1.2.4) ４ 地盤調査の結果
原則として、電子データで下記のものを監督員に提出する。 調査位置、柱状図、地層構成、地下水位

Ⅰ 工事概要 ⦿ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (令和4年改定)  撮影方法については、「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」国土交通省大臣官房 ⦿ 図示による ( 構造図参照 ) ・
適用基準等 ・ 構内舗装 ・ 排水設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (平成27年版) 官庁営繕部制定及び監督員の指示による。

・ 提出部数 備 考 支持地盤 (3.2.1)(4.2.4)(4.3.4、5)(4.4.4)(4.5.5、6)
⦿ カラー、デジタル写真 ⦿ CD-R ⦿ 1部 ・ 杭基礎

建築基準法施行令第87条に基づく風圧区分等 ・ ・ ・ ( 部 )  支持地盤の種類及び位置(基礎ぐいの先端の位置含む)
⦿ 基準風速(Vo) ( ) m/s ⦿ カラー、デジタル写真 ⦿ CD-R ⦿ 1部 ・ 図示による(( ) ・
⦿ 地表面粗度区分 ・ Ⅰ ・ Ⅱ ⦿ Ⅲ ・ Ⅳ ・ ・ ・ ( 部 )
⦿ 積雪区分 建設省告示第1455号 別表( ) ⦿ カラー、デジタル写真 ⦿ CD-R ⦿ 1部 全景は、原則植栽工事 ⦿ 直接基礎

・ ・ ・ ( 部 ) 完了後とする。  支持地盤の種類及び位置(基礎底部の位置含む)
設備工事との (1.1.7) ⦿ カラー、デジタル写真 ⦿ 紙 ⦿ 1部 詳細は、「工事事務処 ⦿ 図示による(( ) ・
取り合い 施工範囲 図面に特記なき場合は、別表-1による。 ・ ・ ・ ( 部 ) 理要領」による

施工図等 設備機器の設置、取り合い等が検討できる施工図を提出すること。  長期設計支持力度
監督員の承諾を受けること。 ⦿ ( ) kN/ｍ2 ・

実施工程表 (1.2.1) 竣工写真等
・ 概成工期 ( 令和 年 月 日 ) 下記のものを監督員に提出する。但し、ネガフイルム等は撮影者の保管とする。  試験堀(根切り底)による支持地盤の確認 (3.2.1)

分類・規格 撮影箇所数 提出部数 原版寸法(㎜) ⦿ 行う 位置等は図示による ( ) ・ 行わない
施工図等の取扱い 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 ⦿ カラー 外部 ⦿ 4枚以上 ⦿ 2部 ⦿ 100×125以上  地盤の載荷試験 (4.2.4)

⦿ キャビネ版 ・ ( 枚 ) ・ ( 部 ) ・ ( ) ・ 行う 試験の位置、方法等は図示による ( ) ⦿ 行わない
電気保安技術者 (1.3.3) ・ 内部 ・ 10枚以上

⦿ 配置する ・ 配置しない ・ ( 枚 ) 杭地業等 建築工事特記仕様書(その7)
⦿ 電子データをCD-R等で提出する

施工条件 (1.3.5) 砂利地業
標仕1.3.5(1)以外の施工条件 材料 (4.6.2)
・ 図示 ⦿ 現場説明書による 完成図等 (1.7.1、2) (表1.7.1) ⦿ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ・ 切込砂利及び切込砕石

⦿ 2ッ折り製本 ⦿ 1部 ・ (   部 )
発生材の処理等 (1.3.11) 設計変更等に伴う図面修正は、受注者が行うこと 厚さ及び使用範囲 (4.6.3)

・ 引渡しを要するもの ( ・ 金属類 ・ PCB含有物 ・ ) 厚さ 使用範囲
⦿ 引渡しを要するもの以外 ⦿ 構外搬出適正処理とする ⦿ 修正CADデータ及びPDFデータ ⦿ 1部 ・ (   部 ) ⦿ 基礎スラブ下、基礎梁下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下
・ 再利用又は再資源化を図るもの ( ) 設計変更等に伴う図面修正は、受注者が行うこと ・ ( )

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 保全に関する資料 (1.7.1、3) 捨コンクリート地業 コンクリートの仕様 (4.6.4)(6.14.1～3)
・ 対象建設工事 ⦿ 2部 ・ ( 部 ) ⦿ 無筋コンクリートによる ・

Ⅱ 建築工事仕様  対象建設工事を受注予定の業者は、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令で セメントの種類 (6.3.1)
定める様式第1号及び別表1～3のうち当該工事に該当する別表、工程表を作成し、契 保全情報データシート ・ 高炉セメントB種 ・

1  共通仕様 約締結前に監督員に提出、説明するものとする。 ⦿ 電子データにより、監督員に提出する
(1)  図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事 対象建設工事の種類 規模の基準 ⦿ 紙面により、監督員に提出する 厚さ及び使用範囲 (4.6.4)

標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下「標仕」という。)による。 対象  建築物の解体  床面積の合計 80㎡以上 厚さ 使用範囲
(2)  電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの 建設  建築物の新築・増築  床面積の合計 500㎡以上 設計GL ⦿ 基礎スラブ下、基礎梁下、土に接するスラブ下

工事特記仕様書、標準仕様書及び標準図を適用する。 工事  建築物の修繕・模様替(リフォーム等)  請負代金の額 1億円以上 ⦿ 図示による ・ ( )
(3)  本工事の事務処理に当たっては、宮崎県県土整備部営繕課制定の工事事務処理要領による。  建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)  請負代金の額 500万円以上 設計基準強度 ⦿ 18N/㎟ ・

⦿ 対象外建設工事 スランプ ⦿ 15㎝ ・ 18㎝ ・
2  特記仕様

(1) 章は、番号に○印の付いたものを適用する。 建築材料等 (1.4.2) 床下防湿層 (4.6.2、5)
(2) 項目及び特記事項は、 ⦿ 印の付いたものを適用する。  本特記仕様書の各章における下地材、接着剤、仕上げ材、塗料材、家具等の 施工範囲 ⦿ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く)
(3) 特記事項に記載の(  )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図、当該表を示す。 ホルムアルデヒド放散量 ただし、断熱材がある場合は、断熱材の直下
(4) 関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、 ⦿ Ｆ☆☆☆☆ ⦿ 屋内 ・ ( )

その対応等について、監督員と協議すること。 ・ 屋外 部位等 ( ・ 図示による ・ ) 材料 ⦿ ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上 ・
 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの
とし、JIS又はJASマークの表示の無い材料及び製造者等は、次の(1)～(6)の事項を 建設汚泥の処分

別表-1      設備工事との工事区分表          ●印は工事範囲とする 満たすものとする。 ⦿ 中間処分施設へ搬入、処理 ・ 構内中間処理、埋戻し ・ 管理型処分施設へ搬入
(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること
(2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること
(3) 安定的な供給が可能であること 監督員事務所 (2.3.1) 鉄筋の種類 (5.2.1)(表5.2.1)
(4) 法令等で定める許可、認可、認定、免許又はこれらに準じるものを取得していること ・ 設ける
(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 規模 ・ ( ) ㎡程度 ⦿ SD295 ⦿ D16以下

 自家発電機の基礎(アンカーボルトを除く) (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること 仕上げ 監督員の指示による。 ・ SD345 ・ D19以上
 テレビアンテナ基礎 (    〃     )      なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有する 設備 ⦿ 電灯 ⦿ 給排水 ⦿ 空調 ・ ( )
 避雷針の基礎    (     〃    ) ことの証明となる資料又は外部機関((一社)公共建築協会他)が発行する資料等の写 備品 ⦿ 机 ⦿ イス ・・長靴 ・ かっぱ ・ 保安帽 ⦿ 懐中電灯

しを監督員に提出して承諾を受けるものとする。 ・ ( ) ・ ( ) 鉄筋の継手 継手方法等 (5.3.4)(5.5.2、3)
 屋上設備 (架台、アンカーボルトを除く)  また、商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、 ⦿ 設けない(但し、受注者事務所に打合せスペースを確保すること) 柱、梁の主筋 ・ ガス圧接 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 ⦿ 重ね継手

同等品を使用する場合は監督員の承諾を受けること。 耐力壁の鉄筋 ・ 重ね継手 ・
 木材については、宮崎県産材を使用するよう努めるものとする。 工事用水、電力、 その他の鉄筋 ( ) ⦿ 重ね継手 ・

その他  本工事に必要な工事用水、工事用電力(基本料金を含む)及び官公署等への諸手続、
特別な材料の工法 標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定する工法とする。 その他建築物引き渡しまでに要する費用は、全て受注者の負担とする。 隣り合う継手の位置

構内既存の施設 先組み工法等により、柱、梁の主筋の継手が同一箇所
技能士 (1.5.2) 工事用水 ⦿ 利用できる ( ⦿ 有償 ・ 無償 ) ・ 利用できない ・ 設ける ( ・ 図示による ・ ) ⦿ 設けない

 本工事において、下記の◎印は1級技能士を、○印は1級技能士又は2級技能士を 工事用電力 ⦿ 利用できる ( ⦿ 有償 ・ 無償 ) ・ 利用できない
適用すること。 鉄筋の定着長さ 機械式定着工法 (5.3.4)

工事科目 職 種 作業の種別 足場その他 (2.2.4) ・ 適用する
仮設工事 とび ・ とび作業  屋根面に設ける足場と装備機材の組合せ 適用箇所  ・・ 図示による（ ） ・
鉄筋工事 鉄筋施工 ○ 鉄筋組立て作業 ・ 別途 ⦿ 図示 種類  ・・ 摩擦圧接接合 ・ 螺合グラウト固定 ・ 篏合グラウト固定
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 型枠施工 ○ 型枠工事作業 工法 ・ 第三者機関の評定等を取得している工法とする ・

左官 ○ 左官作業
鉄骨工事 とび ・ とび作業 鉄筋のかぶり厚さ (5.3.5)
防水工事 防水施工 ・ アスファルト防水工事作業 ⦿ 塩害を受けるおそれのある部分等、耐久性上不利な箇所の最小かぶり厚さは

・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 下表による
・ 合成ゴム系シート防水工事作業
・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 柱・梁・壁及び庇などの外気に接する ⦿ 10 ・

 湯沸室のフード ○ シーリング防水工事作業 打ち放し面
 換気扇の取付枠 木工事 建築大工 ・ 大工工事作業

屋根及びとい工事 建築板金 ○ 内外装板金作業 埋戻し及び盛土 (3.2.3)(表3.2.1) 最小かぶり厚さは目地底から算出する。
左官工事 左官 ○ 左官作業 材料及び工法
建具工事 サッシ施工 ・ ビル用サッシ施工作業 ⦿ 標仕(表3.2.1)による 各部配筋 ⦿ 図示による（各部配筋詳細図） (5.3.7)

ガラス施工 ・ ガラス工事作業 種別 ・ Ａ種 ⦿ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種
塗装工事 塗装 ・ 建築塗装作業 C種の場合 圧接完了後の試験 抜取試験 ・ 超音波探傷試験 ・ 引張試験 (5.4.10)
内装工事 鋼製下地 ・ 鋼製下地工事作業 （ 発生場所 ）

表装 ・ 壁装作業 （ 連絡先 ） 機械式継手 使用箇所 (5.5.3)
畳製作 ・ 畳製作作業 （ 運 搬  ・ 発生原因者側 ・ 本工事 ） ・ 図示による ( )  ・

植栽工事 造園 ・ 造園工事作業 ・ 材料 ( ) 工法 ( ） 性能（H12建告第1463号に適合するもの）
・ ・ A級 ・

(1棟の延床面積が1000㎡を超える建築物又は植栽工事で工事金額が500万円を超える 種類
工事は、 原則として1級技能士とする) 建設発生土の処理 (3.2.5) ・ ねじ式鉄筋継手

・ 構内指示の場所にたい積 充填方式
化学物質の (1.5.9) ・ 構内指示の場所に敷き均し ・ 無機グラウト方式 ・ 有機グラウト方式
濃度測定 厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督員に報告すること。 ⦿ 構外搬出適正処理 ・ 端部ねじ加工継手

なお、測定機器は受注者が購入すること。 ・ 構外指示の場所に搬出 ・ モルタル充填式継手
測定対象室及び測定箇所数 受け入れ場所 ( ) 搬出距離 ( ㎞ )

・ 一般庁舎等 ( ) 上記に示す指示等の実施にあたっては、監督員と協議のうえ決定する。 鉄筋相互のあき
・ 学校施設等 ( ) ・ 評定等の評価内容による
・ 県営住宅等 ( 戸)以上かつ各住戸2室以上 山留の撤去 (3.3.3) ・ 図示による ( )
・ 仕上げ表による 鋼矢板等の抜き後 ・ 砂で充填 ・

施工完了後の継手部の試験 (5.5.5)
実施する場合の測定対象の化学物質及び濃度指針値(25℃の場合) ・ 外観試験

⦿ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(0.08ppm) ⦿ トルエン(0.07ppm) ・ キシレン(0.05ppm) 試験項目 ・ 評定等の評価内容による ・
・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(0.04ppm) ・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(0.88ppm) ・ スチレン(0.05ppm) 試験方法 ・ 評定等の評価内容による ・

・ 超音波測定試験
測定法 試験対象 ・ 全数 ・

⦿ 蒸気拡散式分析法(測定バッジ) ・ 定電位電解法 ・ 検知管法 不良となった継手の修正方法等
・ 検知紙法 ・ 吸光光度法 ・ ( ) ・ 図示による ・

 梁、床、壁  補強を要するもの

 特記した基礎(電気及び機械関係以外) ●

●

電 気 関 係

●

 梁、床、壁

 架台、 アンカーボルト(電気及び機械関係以外)

 屋内設備
●

●

●

屋外
屋内

 開 口 部

 断熱材兼用型枠の切込

 埋込形分電盤、

●

●

 補強を要するもの ●

 上記開口部の墨出し ●

 軽量鉄骨下地、壁、  補強を要するもの

 上記開口部の補強 ●

 天井ボード類の切込

 補強を要するもの
 貫通スリーブ

 補強を要しないもの

 端子盤等の型枠  補強を要しないもの ●

 流 し 台  排水トラップ共 ●

●
●

 外部取付ｶﾞﾗﾘ
 点 検 口  床、壁、天井 ●

 ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む ●

 ＴＥＮキー及び制御盤 ●
 ユニットバス、ユニットバス内水栓 ●

 電 気 錠  電気錠及び通電金具 ●

 ユニットバス換気扇 ●
 ユニットバスへの給水給湯管、排水管接続

●

●
 洗濯機パン ●

 システム天井

図面番号
串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事

令和5年4月版

01

 ボード・Ｔバー ●

 空調ライン設備プレート

建築工事特記仕様書 (その１)

検
図

工事名称

 照明ライン設備プレート

第 278449 号 図面名称一級建築士事務所 宮崎県知事登録 F-1984 号 一級建築士登録

●

建築士事務所名 株式会社 別当設計建築工事特記仕様書

3

土
工
事

⦿

⦿

 屋外設備 

 多機能便所
 上記以外

 雨水
 汚水、雑排水

 オイルサービスタンクの防油堤  自家発用

●
 スリーブの穴埋め (型枠の穴埋めを含む)

 貫通部型枠

●
●

●

●

 0Ａフロア用配線器具

●
 補強を要しないもの ● ・

●

⦿
●

● ●

仮
設
工
事

●

 ガス漏れ検知器 ●

●

 操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ
●

●
 自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と ●

 電気配管配線
 既製間仕切壁(パネル工法)の配管及び埋込ボックス ●

 別途機器などへの接続 ●
 配線ピット及びふた ●

 電極棒 ●

 はめ込形洗面器用カウンター (前板共)

 防火扉レリーズ

 床下マンホールの蓋 ●
 タンク基礎  空調用 ● 防 油 堤

・

● ●
●

 補強を要しないもの ● ●

 ガスボンベ転倒防止用の鎖

 手すり

●

●

 化粧鏡

 屋外排水管

 雨水立管 (たてどい)

1.工事場所

2.敷地面積

3.工事概要
建 物 名 称

⦿

宮崎県串間市大字西方５５５０番地

各
章
共
通
事
項

(

続
き

)

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事 工事特記仕様書 章 1

各
章
共
通
事
項

13,027.62ｍ2

特   記   事   項項   目

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

延べ面積(㎡)

本工事

建築面積(㎡)

工  事  内  容

上記に係る建築工事

⦿

機械設備
工事

電気設備
工事(建築工事)

1

構造 階数 備考

機 械 関 係

 配電盤 ・ 制御盤の基礎

●
●

●

屋上

 機器の基礎

●

工事中

完成時

完成写真

⦿

2

⦿

⦿

⦿

50

特-

36

３９号

構造図参照

⦿

・

⦿5

標仕(表5.3.6)の値に加える寸法(㎜)施工場所

・

⦿

⦿

⦿

呼び名(㎜)
鉄
筋
工
事

備考

⦿

・

種類の記号

・

⦿

分類・規格区分 提出方法

地
業
工
事

150

50

⦿

⦿

⦿

着工前

⦿

⦿

・

⦿

⦿



コンクリ－トの (6.2.1) 7 鉄骨の製作工場 (7.1.3) 8 ＡＬＣパネル ALCﾊﾟﾈﾙの区分等 (8.4.2～5) 高日射反射率防水の適用 ・ 適用する ・ 適用しない
種類 コンクリ－トの使用骨材による種類　 製作工場の加工能力 幅及び 構法の 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ

⦿ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ ⦿ 建築基準法第77条の56に基づき国土交通大臣から性能評価機関として指定を受け 長さ 種別 ・ 標仕(表9.3.1)から(表9.3.3)による ・
た(株)日本鉄骨評価センター又は(株)全国鉄骨評価機構が、「( Ｊ )グレード」 ・ 外壁用 ・ 一般 ・ 平 ・ 図示に ・ なし ・ A種 粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ
として評価し、国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場 ・ ｺｰﾅｰ ・ 意匠 ・ よる ・ 1時間 ・ B種 ・ 標仕(表9.3.2)及び(表9.3.3)による ・

コンクリートの (6.2.2) ・ 監督員の承諾する製作工場 ・ 間仕切 ・ 一般 ・ 平 ・ 図示に ・ なし ・ C種 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ
設計基準強度 普通コンクリートの設計基準強度Fc(Ｎ/ｍｍ2) 壁用 ・ ｺｰﾅｰ ・ 意匠 ・ よる ・ 1時間 ・ D種 ・ 標仕(表9.3.2)及び(表9.3.3)による ・

Fc 適用箇所 施工管理技術者 (7.1.3)(7.1.4) ・ E種 立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法
⦿ 基礎 ・ 配置する ⦿ 配置しない ・ 屋根用 ・ 図示に ・ 30分 ・ F種 ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　L-30×15×2.0㎜程度 ・
・ 土間スラブ ・ よる ・ 1時間 絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量
⦿ 捨コン 鋼材 鋼材の材質 (7.2.1)(表7.2.1) ・ 床用 ・ 図示に ・ 1時間 種類 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の指定
・ 種類の記号 使用箇所 規格等 ・ よる ・ 2時間 ・
軽量コンクリ－トの設計基準強度(27N/mm2以下) ・ 図示による 小梁・ベースプレート ⦿ ＪＩＳによる ・ 大臣認定による ・ ﾊﾟﾈﾙ相互の接合部に挿入する耐火目地材 ・ 設置数量 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の指定

SN400B 大梁 ⦿ ＪＩＳによる ・ 大臣認定による ・ 外壁、屋根ﾊﾟﾈﾙの構法 ・ 個
STKR400 柱 ⦿ ＪＩＳによる ・ 大臣認定による 適用区分による風圧力の ( ⦿ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した工法

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (6.2.1)(表6.2.1) SN490C 通しダイヤフラム ⦿ ＪＩＳによる ・ 大臣認定による ・ 外壁ﾊﾟﾈﾙ構法及び間仕切壁ﾊﾟﾈﾙ構法における耐震性 合成高分子系 防水層の種別 (9.4.2～4)(表9.4.1～3)
の類別 類別 ⦿ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 断熱材 仕上塗料

高力ボルト (7.2.2)(7.3.2)(7.4.1～7.4.9) ・ パネル幅の最小限度を300㎜未満とする場合 ・ 図示 ・ 種類 使用量
高力ボルトの区分 ・ 外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部、並びにパネルと他部材 ・ SｰF1 ・ ・

気乾単位容積質量 (6.2.3) ・ トルシア形高力ボルト との取り合い部の目地幅(ｍｍ) ⦿ 10～ 20 ・ ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの

普通コンクリ－トの気乾単位容積質量 ⦿ 2.3t/m3程度 ・ ・ JIS形高力ボルト セットの種類 ・ 2種(F10T) ・ ・ 外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 製造所の仕様 製造所の仕様

⦿ 溶融亜鉛めっき高力ボルト セットの種類 ⦿ 1種(F8T相当) ・ ・ 適用する ・ 適用しない ・ SｰF2
・ SｰM1 ・ ・

スランプ (6.2.4)(表6.2.2) 摩擦面の処理方法 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 (8.5.2～5) ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの

コンクリ－トの荷卸し地点におけるスランプ ⦿ 標仕7.4.2(1)による (ＥＣＰ) ﾊﾟﾈﾙの種類 形　状 厚さ(ｍｍ) 幅(ｍｍ) 工法 耐火性能 製造所の仕様 製造所の仕様

打込み箇所 スランプcm ・ ・ 外壁ﾊﾟﾈﾙ ⦿ F ・ F-R ・ 50 ・ 450 ・ A種 ・ 30分 ・ SｰM2
⦿ 基礎 ⦿15 ・ 18 ・ ・ D ・ D-R ・ 60 ・ 600 ・ B種 ・ 1時間 ・ SIｰF1 標仕9.4.2(3)(ｴ)(b) ・ ・
・ 基礎梁 ・15 ・ 18 ・ すべり係数試験の実施 ・ 行う ⦿ 行わない ・ T ・ T-R ・ 100 ・ ・ 2時間 (種類) (厚さ) ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの

・ 土間ｽﾗﾌﾞ ・15 ・ 18 ・ 試験方法等 ・ 間仕切壁 ⦿ F ・ F-R ・ 50 ・ 450 ・ B種 ・ 30分 ・ ・ 25mm 製造所の仕様 製造所の仕様

・ 柱、梁、ｽﾗﾌﾞ、壁 ･ 18 ・ ・ ・ 図示による ( ) ・ ﾊﾟﾈﾙ ・ D ・ D-R ・ 60 ・ 600 ・ C種 ・ 1時間 ・ SIｰF2 ・
⦿ 捨コン ⦿18 ・ ・ ・ 本締付けにおけるJIS形高力ボルトをナット回転法で締め付ける場合の、ボルト ・ T ・ T-R ・ 100 ・ ・ 2時間 ・ SIｰM1 ・ ・

の長さがねじの呼びの5倍を超える場合の回転量 注 1) F：ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ、D：ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ、T：ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ 標仕9.4.2(3)(ｴ)(a) ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの ・ ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの

・ 図示による ・ その他( ) 注 2) 性能等を確認できる資料を監督員に提出する。 (種類) 製造所の仕様 製造所の仕様

コンクリートの 打放し仕上げの種別等 (6.2.5)(6.8.2)(表6.2.4) ・ 外壁ﾊﾟﾈﾙの工法 ・ SIｰM2 ・ 発砲 ・
仕上がり 種　　別 適　　用　　箇　　所 アンカーボルト (7.2.4) 適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した工法 ｴﾁﾚﾝｼｰﾄ (厚さ)

・ Ａ　種 構造用アンカ－ボルトの種類 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ 外壁ﾊﾟﾈﾙ構法及び間仕切壁ﾊﾟﾈﾙ構法における耐震性能 ・ ・ 25mm ・
⦿ Ｂ　種 基礎立上 建方用アンカ－ボルトの種類 ・ 図示による ・ その他( ) 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による
・ Ｃ　種 ・ パネル幅の最小限度を300㎜未満とする場合 ・ 図示 ・ 高日射反射率防水の適用 ・ 適用する ・ 適用しない

柱底均しモルタル (7.2.9)(表7.10.2)
工法 ⦿ 無収縮モルタル アスファルト防水 屋根保護防水 (9.2.5)(表9.2.3～9) S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 ・ 非歩行仕様 ・ 軽歩行仕様

セメントの種類 (6.3.1)(6.13.2)(表6.3.1) 無収縮モルタルの材料、調合等 ⦿ 標仕7.2.9(2)(ｱ)から(ｴ)による 防水層の種別 SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルム
⦿ 普通ポルトランドセメント、高炉セメントのＡ種、シリカセメントA種又は ・ 標仕7.2.9(1)によるモルタル 種　別 施工箇所 断　熱　材 絶縁用シート ・ 設置する ・ 設置しない

フライアッシュセメントA種 ・  A-1 ⦿ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚さ0.15mm S-M2またはSI-M2の立上り部の工法
溶接接合 (7.6.4、7) ・  A-2 以上又は ・ 接着工法 立上り面のシート厚さ ・ ・ 1.5mm

・ 高炉セメントＢ種 施工箇所 ( ・ 場所打ちコンクリート杭 ・ ) 開先の形状 ・  A-3 ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ70g/㎡程度 ・ 機械的固定方法
⦿ 図示による(鉄骨標準図) ・  B-1 ・

・ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種 施工箇所 ( ) ・ その他( ) ・  B-2 屋内防水
・  B-3 防水層の種別

エンドタブの切断する部分 ・  AI-1 (種類) ⦿ ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ70g/㎡程度
レディーミクスト (6.4.1) ・ 全て ・ 見え掛り部となる部分 ・ 切除する部分無し ・  AI-2 ・ JIS A 9521に基づく
コンクリート工場 ⦿ JISﾏｰｸ表示認証工場で、宮崎県生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理監査会議の監査に合格した工場 切断する範囲 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・  AI-3 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ S-C1 ・ 7㎜以下 ・
の選定 上記工場で製造されたレディーミクストコンクリートを使用する場合には、「品 切断面の仕上げ ・ 標仕7.6.7(1)(ｶ)(b)② ・ ・  BI-1 断熱3種bA(ｽｷﾝ層付き)

質管理監査合格証」の写し及び「配合報告書」のみの提出とし、セメント、骨材、 ・  BI-2 ・ ・ 脱気装置 ・ 設けない ・ 設ける(種類、設置箇所は図示)
練り混ぜ水、混和剤の試験成績表及び配合計算書の提出を省略することができる。 スカラップの形状 ・ 図示による(鉄骨標準図) ・ その他( ) ・  BI-3 (厚さ) 合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ

⦿ 改良型スカーラップ(建築鉄骨設計基準及び同解説　別図3.11) ・ 25mm ・ 50mm ⦿ 標仕(表9.4.1)から(表9.4.3)による ・
・ 上記以外の工場 ・

溶接部の試験 (7.6.12)(表7.6.2)(表7.6.3) 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 接着工法の場合のPC部材下地の目地処理
混和材料 (6.3.1) ⦿ 完全溶込み部の超音波探傷試験 ・ 標仕(表9.2.3) 及び (表9.2.4) による ・ ・ 行う　( ・ 図示 ・ ) ・ 行わない

・ 混和剤 種類 ・ ⦿ 工場溶接の場合 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
・ 混和材 種類 ・ ⦿ 全数検査 ・ 標仕(表9.2.5)及び(表9.2.6) による ・ PCコンクリート部材の入隅部の増張り (種別S-F1、SI-F1の場合)

・ 抜取検査 AOQL(%) ・ 4.0 ・ 2.5 立上り部への断熱材及び絶縁用ｼｰﾄ ・ 設置しない ・ 設置する ・ 行う　( ・ 図示 ・ ) ・ 行わない
打継ぎの位置 (6.6.4)(6.8.1)(9.7.3) 節 ・ 全て ・ ・ 立上がり部の保護方法
ひび割れ誘発目地 打継ぎの位置 ⦿ 標仕6.6.4(1)による ・ 図示による ( ) 検査水準 ・ 第6水準 ・ ・ ・ 乾式保護材 ・ れんが押え ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ押え ・ ﾓﾙﾀﾙ押え(屋内) 機械的固定工法の場合の一般部のﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの張付け
打継目地 適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した工法

目地寸法 ⦿ 標仕9.7.3による ・ 図示による ( ) ・ 工事現場溶接の場合 屋根露出防水
・ 全数検査 防水層の種別 塗膜防水 (9.5.3)(表9.5.1、2)

間隔、位置、形状 ⦿ 図示による ( ) ・ 計数連続生産型抜取検査 AOQL(%) ・ 4.0 ・ 2.5 種　別 施工箇所 断　熱　材 防水層の種別
種別 施工箇所 仕上塗料 保護層

打増し厚さ (6.8.1) デッキプレ－ト (7.7.8) ・  D-1 ・ ・ 種類 使用量
(打放し仕上げ部) 外部面(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う部分含む) ⦿ 20ｍｍ ・ の溶接 デッキプレ－トと鉄骨部材の溶接方法 ・  D-2 ・ X-1 ・ ・

・ 焼抜き栓溶接 ( ・ 手動 ・ 自動 ) ・  D-3 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰ ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰ ⦿ 主材料の製 ⦿ 主材料の製
内部面(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う部分含む) ・ ・ 図示による ・ その他( ) ・  D-4 ﾌｨﾝｸﾞ類の ﾌｨﾝｸﾞ類の 造所の仕様 造所の仕様

・  DI-1 標仕9.2.2(9) 製造所の 製造所の ・ X-2 ・ ⦿
型枠 (6.8.2、3) 塗料の種別 (7.8.4)(表18.3.1) (種類) 仕様 仕様 ⦿ 主材料の製 ・ 主材料の製

・ 外装タイル後張り面の躯体表面の処理 鉄骨鉄筋コンクリ－ト造の鋼製スリ－ブで鉄骨に溶接されたものの内面 ・  DI-2 ・ 造所の仕様 造所の仕様
・ ＭＣＲ工法 塗料の種別 ・ 標仕(表18.3.1)　A種 ・ ・ Y-1 ・ 地下外壁防水 ・

せき板面にＭＣＲ工法用気泡ポリエチレンシート張りとし、仕上がり面は凹凸 (厚さ) ・ Y-2 ・ 屋内防水 ・ 適用する
状態とする。 耐火被覆材の接着する面 ⦿ 25mm ・ ・ ⦿ 適用しない

・ 高圧水洗工法 適用箇所 ・ 図示による ・ ・ 高日射反射率防水の適用 ・ 適用する ・ 適用しない
高圧水洗工法の目荒らしは、水圧50Mpa以上かつ、2.5分/㎡とし、施工 種別 ・ 標仕(表18.3.1)（ )種 ・ 高日射反射率防水の適用 ・ 適用する ・ 適用しない
計画書を監督員に提出し承諾をうける。また、目荒らしの状態は、事前に監督 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量
員に承諾を受ける。 耐火被覆 (7.9.2～7) ・ 標仕(表9.2.8)による ・ 種類 ・ ⦿ 主材料の製造所の仕様
コンクリートの増し打ち厚さ ⦿ 20ｍｍ ・ 適用箇所(部位・部分) 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種類及び厚さ 設置数量 ・ 個 ⦿ 主材料の製造所の仕様

・ 耐火材吹付け ・ 乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ ・ 標仕(表9.2.7)及び(表9.2.8)による ・ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水Y-1、Y-2工程数及び各工程の使用量
せき板の材料及び厚さ ⦿ 合板 ( ⦿ 12mm ・ ) ・ 半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ 絶縁断熱工法のﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 ・

・ ・ 湿式ﾛｯｸｳｰﾙ ・ 図示 ・ ⦿ 主材料の製造所の仕様
・ 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量

断熱材を兼用した型枠材の使用 ・ 行う 適用箇所( ) ・ 行わない ・ 耐火板張り ・ 繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 種類 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の指定 ｹｲ酸質系塗布防水 (9.6.1、3、4))(表9.6.1～2)
・ ・ 防水層の種別 ・ C-UI ・ C-UP

・ 耐火材巻付け ・ 高断熱ﾛｯｸｳｰﾙ 設置数量 ・ ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類の製造所の指定
軽易なｺﾝｸﾘｰﾄ工事 (6.9.1) ・ ・ 個 適用部位 ⦿ 図示による ・
の試験 　コンクリートの用途が特に重要でない場合かつ小規模工事(総使用量が50ｍ3未満 ・ ﾗｽ張りﾓﾙﾀﾙ塗り －

かつ1日の打設量が10ｍ3未満の場合)で、監督員の承諾を受けた場合は、JISマー ・ 耐火塗料 改質アスファルト 屋根露出防水 (9.3.2、2)(表9.3.1～3) 下地処理
ク表示認証工場の品質証明書(監督員が指示するもの)の提出により、スランプ、 材料及び工法は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする シート防水 防水層の種別 標仕9.6.4(2)の(ｲ)～(ｳ)以外の下地処理　(( )
空気量、単位容積質量、温度、塩化物量の試験及びコンクリート強度試験を省略す 種　別 施工箇所 断　熱　材 防湿用シート
ることができる。 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の設置 (7.10.3)(表7.10.1) シーリング (9.7.2、3、5)(表9.7.1)

建方用アンカ－ボルトの保持及び埋込み工法 ・ AS-T1 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 下表以外は、標仕(9.7.1)による
種別 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ AS-T2 ｼｰﾄの製造 ｼｰﾄの製造 施工箇所 シーリング材の種類(記号)

・ AS-T3 所の仕様 所の仕様
構造用アンカ－ボルト及びアンカーフレームの形状及び寸法 ・ AS-T4

種別 ⦿ 図示による ・ ・ AS-J1 ・ ・

柱底均しモルタルの工法の種別 ⦿ Ａ種 ・ Ｂ種 (7.10.3)(表7.10.2) ・ ASI-T1 標仕9.3.2(3)(ｳ) ･ 設ける 仕上げを行わない施工箇所
(種類) (改質ｱｽﾌｧ ・ 図示 ・

柱底均しモルタルの厚さ ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ ﾙﾄｼｰﾄ製造
所の仕様 ｼｰﾘﾝｸﾞ材の目地寸法

溶融亜鉛めっき (7.12.5) (厚さ) による) ⦿ 標仕(9.7.3)(1)(ｱ)～(ｳ)による
高力ボルト接合 摩擦面の処理 ・ ASI-1J ・ 25mm ⦿ 図示 ・

⦿ ブラスト処理(表面粗度50μmRz以上)又はリン酸処理 ・ 50mm ･ 設けない
・ すべり係数試験 ・ 接着性試験

試験方法 ・ 「高力ボルト接合設計施工ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ(日本建築学会)」による ⦿ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験
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検
図

建築工事特記仕様書　(その２)一級建築士登録 第

建築士事務所名 株式会社　別当設計 工事名称

278449 号 図面名称一級建築士事務所　宮崎県知事登録 F-1984

特- 02

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

21

SS400

号

⦿

・
区分

－ －

－

⦿

⦿

⦿

建築工事特記仕様書
令和5年4月版

・

⦿

6

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工
事

鉄
骨
工
事

単位荷重(N/㎡)
正荷量

－

21
18

9

防
水
工
事
（

続
き
）

負荷量 厚さ(㎜)
・

押

出

成

形

セ

メ

ン

ト

板

工

事

コ

ン

ク

リ
ー

ト

ブ

ロ
ッ

ク

・

A

L

C

パ

ネ

ル

種別 施工箇所 可塑剤移行
防止ｼｰﾄの材質

100

耐火性能

1.15 1.3

50

⦿

⦿

平場のﾓﾙﾀﾙ塗り厚 立上り部の保護ﾓﾙﾀﾙ塗り厚種　別 施工箇所 保　　護　　層

9

防
水
工
事

⦿

・

・

⦿

・

種　別 材料・工法 性能(耐火時間)

・

・

・

⦿

1.15

100

100

100

1.3
・

・

・

⦿種類 使用量
仕上塗料

種類
仕上塗料

使用量

1.15 1.3

－ －



割付け 石材の割付け (10.1.3) 木材 (12.2.1)(12.4.1)(12.5.1)(12.6.1)(12.7.1) 長尺金属板葺 (13.2.2、3) ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木 (14.7.2、3)(表14.2.1)(表14.7.1)
・ 図示 ・ ・ JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用針葉樹製材 ⦿ 図示による ・ 下表による 塗膜の耐久性、めっ 施工箇所 種類 製品幅 呼称肉厚 表面処理

施工箇所 樹種 寸法mm 等級 形状 含水率 保存処理 材面の品質 き付着量等の種類及 種別 色合い等
清掃 ⦿ 2級 ⦿ A種 ・ B種 び記号 笠木 ⦿ 押出し250形 ・ 240 ⦿ 250 ⦿ 1.6以上 ・ ( ) ⦿ 標準色

屋内の床を本磨きとする場合のワックスがけ ・ ・ ・ JIS G 3322の屋根用 ・心木なし瓦棒葺 ・ 押出し300形 ⦿ 300 ・ 1.8以上 ( )
・ 行う (適用場所 ・ すべて ・ ) ・ 行わない ⦿ 2級 ⦿ A種 ・ B種 コイル ・立平葺 ・ 押出し350形 ⦿ 350 ・ 2.0以上 ・ 特注色

・ ・ (CGLCCR-20 ・  蟻掛葺 ・ ( ) ( )
-AZ150) ・ 板材折曲げ形

天然石張り (10.2.1)(表10.2.1、2) ・ JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用針葉樹製材 ⦿ 図示による ・ 下表による ・ ・ 横葺  ・
石の種類、表面仕上げ 施工箇所 樹種 寸法mm 等級 形状 含水率 保存処理 材面の品質 下葺材料 ・ アスファルトルーフィング 940 棟上避雷導体ｼｽﾃﾑ ・ 無 ・ 有（実厚2.0以上）

形状及び寸法(mm) 厚さ(mm) 見え掛り ⦿ 上小節 ⦿ A種 ・ B種 ・ 改質アスファルトルーフィング下葺材
・ 床石 ・ 2等品 ⦿ 正方形に ・ 図示 ・ 粗磨き 面 ・ ・ ( ・ 一般タイプ ・ 複層材タイプ ・ 粘着層付タイプ ) 笠木の固定金具の工法等

・ 近い矩形 ・ 本磨き 見え掛り ⦿ 小節以上 ⦿ A種 ・ B種 ・ 適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した工法 取付け用下地 ・ 標仕(14.7.3)による ・ 図示
・ 2等品 ⦿ 正方形に ・ 図示 ・ 粗磨き 面以外 ・ ・ 雪止め ・ 設置する（図示）
・ 近い矩形 ・ 本磨き 笠木の固定金具の工法等

ジェットバ－ナ－の場合のバフ仕上げ ・ 有 ・ 無 ・ 「製材の日本農林規格」による広葉樹製材 ⦿ 図示による ・ 下表による 折板葺 (13.2.2)(13.3.2、3)(表13.2.1) ・ 適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した工法
施工箇所 樹種 寸法mm 等級 形状 含水率 保存処理 材面の品質 形式 ・ 重ね形 ⦿ はぜ締め形 ・ かん合形

テラゾ張り (10.2.1)(表10.2.1、2) ⦿ 1等 ⦿ 10％以下 形状(ｍｍ) 山高 ( ) 山ﾋﾟｯﾁ ( ) 板厚(・ 0.6 ⦿ 0.8 ) 手すり及びﾀﾗｯﾌﾟ (20.2.12)
種石の種類 ⦿ 大理石 ・ ( ) ・ ・ A種 ・ B種 耐力による区分 種 種 類 材料の種別 表 面 処 理

⦿ 1等 材料(規格等) ・ 塗装溶融55％アルミニウム ⦿ 手すり ⦿ ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) ⦿ ＨＬ程度 ・ 鏡面程度
寸法による区分 ・ 300型 ・ 400型 ・ ・ -亜鉛合金めっき鋼帯(ＣＧＬＣＣＲ-20-AZ150) ・ 鋼製 溶融亜鉛めっき 外部 ⦿ Ｃ種 ・ ( )

・ ( ) 内部 ⦿ Ｅ種 ・ ( )
表面仕上げ  ・ ・ JAS 1083（製材）以外の製材 ⦿ 図示による ・ 下表による 軒先面戸板 ・ 有り ⦿ 無し ・ タラップ ⦿ ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) ⦿ 研磨無し ・ HL程度

造作材の 防虫処理 含水率 断熱材 ⦿ 有り ( 種別： 厚さ(ｍｍ)： ) ・ 無し ・ 鋼製 溶融亜鉛めっき 内外部 ⦿ Ｃ種 ・ ( )
取付け金物 (10.2.2)(表10.2.3～4) 材面の品質 耐火性能 ・ 30分耐火 ⦿ 無し

・ 外壁湿式工法及び内壁空積工法 ( ) ・ 適用する ・ A種 ・ B種 JIS G 3302以外のタイトフレームの表面処理 (標仕(表14.2.2)による ・ E種 ・ F種 ・ 取付け金物等は、全てステンレス(SUS304)製とする。
受金物の材質、形状及び寸法 ・ 図示による ・ その他( ) 造作材の場合 ・ 適用しない ・ ・ 足掛り部は、スリップ止め加工とする。

( ・ A種 折半のけらば納め ・ けらば包みによる方法 ・
乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等 ・ B種 )

・ 図示 ・ 標仕(表10.2.4)による ⦿ 適用区分による風圧力の ( ⦿ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した工法 モルタル塗り (15.3.2、5)
( 方式： ・ ｽﾗｲﾄﾞ方式 ・ ﾛｯｷﾝｸﾞ方式 ) 造作用集成材 (12.2.1) モルタル ⦿ 現場調合材料

・ 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ⦿ 図示による ・ 下表による 粘土瓦葺 (13.4.2) ・ 既調合材料 （ 材料 ： ）
あと施工アンカ－の材質及び寸法 ・ 図示による ・ その他( ) 施工箇所 樹 種 寸 法 見付け材面の品質 種類 ( ) 大きさ ( )

(ｍｍ) 産地等 ( ) 既製目地材 ・ 設ける 施工箇所( ) 形状 ( ⦿ 図示 ・ )
その他の材料  (10.2.3) ⦿ 1等 ・ 2等 ・ 適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した工法 ・ 設けない

外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質 ⦿ 1等 ・ 2等
・ 樹脂ﾈｯﾄ製ﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾛｽﾒｯｼｭ巻き 25～35φ ・ ⦿ 1等 ・ 2等 とい (13.5.2、3)(表13.5.4) 床の目地 ・ 設ける ( 目地割り ⦿ 2㎡程度（最大間隔3m程度）・ )

材種 ( 目地の種類 ⦿ 押し目地 ・ )
・ ⦿ 図示による ・ 下表による ・ 配管用鋼管 ⦿ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ( ・ ＶＰ ⦿ カラーＶＰ ) ⦿ 設けない

石張り工法 (10.3.2、3)(10.4.2、3)(10.5.2、3)(10.6.2、3) 施工箇所 化粧薄板 芯材の 寸法ｍｍ 化粧薄板 見付け材面の品質 掃除口
石材の厚さ ・ 図示による ・ その他( ) の樹種 樹種 の厚さmm ⦿ 無し ・ 有り 部位等 ( ) 外装壁タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの接着力試験

⦿ 1等 ・ 2等 とい受金物 (13.5.2)(表13.5.3) ⦿ 適用する ・ 適用しない
外壁石張り ⦿ 1等 ・ 2等 材種 ⦿ ステンレス製 ・ 標仕(表13.5.2)による(溶融亜鉛めっきを行ったもの)

工法 ・ 外壁湿式工法 ・ 乾式工法 ⦿ 1等 ・ 2等 取付け間隔 ⦿ 標仕(表13.5.2)による ・ ラス系下地 (15.2.4)
・ 二層下地通気構法

内壁石張り ・ ⦿ 図示による ・ 下表による ・ 単層下地通気構法
工法 ・ 内壁空積工法 ・ 乾式工法 施工箇所 化粧薄板 芯材の樹種 寸法ｍｍ 化粧薄板 あと施工アンカー (14.1.3) 換気口部の措置 ・ 公共木造建築工事標準仕様書(11.4.3)(2)(ｸ) ・

の樹種 の厚さmm の確認試験 引抜き耐力の確認試験 ⦿ 行う ・ 行わない ・ 直張りラスモルタル下地
設計用引張強度 ・ 図示による ・ その他( ) ・ 直張りラスシートモルタル下地

石裏面処理 (10.3.2)(10.4.2)(10.5.2)(10.6.2～3)(10.7.2～3)
・ 行う ( ・ 小口共 ) ( 箇所 ) ステンレスの表面 (14.2.1) ・ 建築基準法に基づく耐力壁、耐火構造、準防火構造等の指定
・ 行わない 仕上げ 種 類 施工箇所(手すり、タラップ、建具以外) ( )

・ 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ⦿ 図示による ・ 下表による ⦿ ﾍｱﾗｲﾝ(HL)程度 下記以外の見え掛かり全て
裏打ち処理 (10.3.2)(10.4.2)(10.5.2)(10.7.2) ・ No.2B程度 ラスの材料

・ 行う ・ 次の箇所には行わない ( 箇所 ) ・ 鏡面仕上げ程度 材料記号及び種類 ( )
⦿ 15％以下 ・ ・ ( ) 単位面積あたりの質量 ( )
⦿ 15％以下 ・

目地等 (10.3.3)(10.4.3)(10.5.3)(10.6.2)(10.7.2) ⦿ 15％以下 ・ アルミニウム及び (14.2.2)(表14.2.1) ラスシートの材料
・ 伸縮調整目地 位置 ・ 図示による ・ その他( ) アルミニウム合金 種 別 色合い等 施工箇所(成形板、笠木、建具以外) 備 考 ラス目による区分 ( ・ M ・ )

シーリング材の目地寸法 ・ ⦿ 図示による ・ 下表による の表面処理 ・ ・ 標準色 ( ) 山高、山ピッチ、質量及び溶接区分による区分
・ 図示による ・ その他( ) ・ 屋外4ｍ以上、屋内3～6ｍ程度 寸法ｍｍ 化粧薄板 ・ 特注色 ( ) ( ・ LS4(建築基準法に基づく耐力壁) ・ )

の厚さmm ・ ステーブルの形状及び寸法 ( )
・ 外壁に適用する場合の建築基準法に基づく耐風圧に対応した工法 ⦿ 15％以下 直張りラスシートモルタル下地で建築基準法に基づく耐力壁のラスシートの施工

適用区分による風圧力の ( ・ 1 ・ ・ ) 倍の風圧力に対応した構法 ・ 陽極酸化皮膜の着色方法 ⦿ 二次電解着色 ・ 三次電解着色 ( )

・ ⦿ 図示による ・ 下表による 鉄鋼の亜鉛めっき (14.2.3)(表14.2.2)
セメントモルタル (11.2.2、3、7) 寸法ｍｍ 化粧薄板 表面処理方法 種別 施工箇所(手すり、タラップ以外) せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (15.2.5)
によるタイル張り タイルの形状、寸法等 の厚さmm ・ Ａ種 その他のﾎﾞｰﾄﾞ下地 せっこうボード及びせっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞの種類及び厚さ

吸水率に うわぐすり 役物 色 耐凍 耐滑 備考 ⦿ 15％以下 ・ Ｂ種 種類 （ ・ GB-R ・ GB-L ・ ） 長さ （ ） ㎜
よる区分 害性 り性 ・ ・ Ｃ種

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施釉 無釉 有 無 標準 特注 有 無 ・ Ｄ種 木質系ｾﾒﾝﾄ板の種類及び厚さ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 造作用単板積層材 (12.2.1) ・ Ｅ種 種類 （ ） 長さ （ ） ㎜
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ⦿ 図示による ・ 下表による ・ Ｆ種

標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする ・有り(加工： ・ 天然木加工 ・ 塗装加工 ) ・ 適用する 軽量鉄骨天井下地 (14.4.2～4)(表14.4.1) ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り (15.5.2)(表15.5.1)
・ 無し(等級： ) ・ 適用しない 野縁等の種類 ・ せっこう系 ・ セメント系

試験張り ・ 行う ⦿ 行わない ・ JAS 0701以外の造作用単板積層材 ⦿ 図示による ・ 下表による 屋外 ( ⦿ 25形 ・ 19形 ) 屋内 ( ⦿ 19形 ・ 25形 )
見本焼き ・ 行う ⦿ 行わない 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ⦿ 900程度 ・ ( ) 仕上塗材仕上げ (15.6.2)(表15.6.1)(15.6.6)

・有り(加工： ・ 天然木加工 ⦿ 14％以下 ・ 適用する 周辺部の端からの間隔 ・ 図示 ⦿ 150程度 種 類 呼 び 名 仕上げの形状
下地モルタル塗りのコンクリート素地面の処理 ・ 塗装加工 ) ・ ・ 適用しない 野縁の間隔 ⦿ 300程度 ・ ( ) ・ 薄付け ・ 外装薄塗材Si ・ 砂壁状

・ MCR工法 ・ 目荒し工法(高圧水洗処理) ・ ・ 無し(等級： ) 仕上げ塗材 ・ 可とう形外装薄塗材Si ・ 砂壁状
吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法 ・ 外装薄塗材Ｅ ・ 砂壁状 ・ 着色骨材砂壁状

壁タイル張りの工法 床張り用合板等 (12.2.1) ⦿ 図示 ・ その他( ) ・ 可とう形外装薄塗材Ｅ ・ 砂壁状 ・ ゆず肌状 ・ さざ波状
外装タイル ⦿ 密着張り ・ 改良積上げ張り ・ 改良圧着張り ・ 普通合板 天井のふところが3ｍを超える場合の補強方法 ⦿ 図示 ・ その他( ) ・ 防水形外装薄塗材Ｅ ・ 凹凸状 ・ ゆず肌状 ・ さざ波状
内装タイル以外のユニットタイル ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り 施工箇所、厚さ、表板の樹種名、接着の程度、板面の品質、防虫等の処理 ・ 外装薄塗材Ｓ ・ 砂壁状

・ 図示による ・ その他( ) 天井下地材における耐震性を考慮した補強 ・ 内装薄塗材Ｃ ・ 凹凸状
・ 構造用合板 補強箇所 ・ 図示 ・ ・ 内装薄塗材Ｌ ・ 凹凸状

有機系接着剤 (11.3.2～4、7) 施工箇所、厚さ、表板の樹種名、接着の程度、等級、板面の品質、防虫等の処理 補強方法 ・ 図示 ・ ・ 内装薄塗材Si ・ 砂壁状じゅらく
によるタイル張り タイルの形状、寸法等 ・ 図示による ・ その他( ) 天井下地材における耐風圧性を考慮した補強 ・ 内装薄塗材Ｅ ・ 砂壁状じゅらく

吸水率に うわぐすり 役物 色 耐凍 耐滑 備考 ・ パーティクルボード 補強箇所 ・ 図示 ・ ・ 内装薄塗材Ｗ ・ 京壁状じゅらく
よる区分 害性 り性 施工箇所、厚さ、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による 補強方法 ・ 図示 ・ ⦿ 複層 ・ 複層塗材ＣＥ ・ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施釉 無釉 有 無 標準 特注 有 無 区分、難燃性による区分 ・ 図示による ・ その他( ) 仕上げ塗材 ・ 可とう形複層塗材ＣＥ 耐候性 ⦿ 耐候形3種
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 構造用パネル 軽量鉄骨壁下地  (14.5.3、4)表(14.5.1) ・ 複層塗材Ｓｉ 上塗材
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 施工箇所、厚さ、等級 ・ 図示による ・ その他( ) ｽﾀｯﾄﾞ、ﾗﾝﾅｰの種類 ⦿ 複層塗材Ｅ 溶媒 ⦿ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系

⦿ 標仕(表14.5.1)によるｽﾀｯﾄﾞの高さによる区分に応じた種類 ・ 複層塗材ＲＥ 樹脂 ⦿ アクリル系
標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の役物は一体成形とする 防腐・防蟻 (12.3.1) ・ 図示 ・ ・ 複層塗材ＲＳ

・ 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 適用部位( ) ・ 防水形複層塗材ＣＥ 外観 ⦿ つやあり ・ つやなし
試験張り ・ 行う ⦿ 行わない ｽﾀｯﾄﾞの高さが5ｍを超える場合 ・ 防水形複層塗材Ｅ ・ メタリック
見本焼き ・ 行う ⦿ 行わない ・ 薬剤の加圧注入による防腐 適用部位( ) ⦿ 図示 ・

・ 防蟻処理 ・ 防水形複層塗材ＲＥ
下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の処理 保存処理性能区分  ・ K2 ・ K3 ・ K4 出入口及びこれに準ずる開口部の補強 ・ 軽量骨材 ・ 吹付用軽量塗材 砂壁状

・ MCR工法 ・ 目荒し工法(高圧水洗処理) ・ ・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 適用部位( ) ⦿ 標仕(表14.5.4)(5)による ・ 仕上げ塗材 ・ こて塗用軽量塗材 平たん状
処理の方法 ⦿ 標仕12.3.1(ｲ)(b) ・

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量 薬剤の種類 ・ JIS K 1571に適合又は同等品 ・ 金属成形板張り (14.6.2、3) 所要量等の確認方法 ・ 図示による ・ その他( ) (15.6.7)
⦿ F☆☆☆☆ ・ ・ 薬剤の接着剤への混入による 種別 製法 形状 厚さ

防腐・防蟻処理 適用部位( ) (ｍｍ) ﾛｯｸｳ-ﾙ吹付け (15.12.2、3)
目地のｼｰﾘﾝｸﾞ材 ・ 合板等の加圧注入処理の適用 適用部位( ) ⦿ アルミニウム ⦿ 押出し ⦿ ﾌﾗｯﾄ ・ 100 ・ 1.0 仕上げ吹付け厚さ ・ 図示による ・ その他( )

打継ぎ目地 ・ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ・ ・ ロール ・ 目地有 ・ ・
ひび割れ誘発目地 ・ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ・ 防虫処理 ・ 木材処理(防虫) (12.3.2) ・ ・ プレス ・ 目地無 防火材料 (15.6.2)
伸縮調整目地 ・ 変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ・ 施工箇所： 合板、集成材等を除く全ての木材 ・ ・ 凹凸 防火材料の指定
その他の目地 ・ 変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ・ 処理方法： 処理区分： 伸縮調整継手 ⦿ 設けない ・ 設ける(施工箇所は図示) (14.6.3) ・ 屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。

ただし、監督員の指示を受けた部材については、その指示に従うものとする。
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防火戸 (16.1.3) 自動ドア開閉装置 (16.9.2、3)(表16.9.1～表16.9.4) ｶ-ﾃﾝｳｫ-ﾙの耐風 (17.1.3) 材料 (18.1.3)
・ 建具表による ・ ・ 引き戸用駆動装置 ⦿ 建具表による ・ 圧性等の諸性能値 性能の確認方法及び判定方法  内部に使用する塗料は、原則水性系のものとする
防火戸の自動閉鎖機構 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ 車椅子使用者用便房出入口引き戸用駆動装置 ⦿ 建具表による ・ ⦿ 性能等を確認できる資料を監督員に提出(設計図書による規定の他、特記無き
防火戸とヒュ－ズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動 ・ 引き戸用検出装置 ⦿ 建具表による ・ 事項は(一社)日本建築学会JASS14による。 屋内で使用する塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量 ⦿ F☆☆☆☆ ・

⦿ 図示による ・ その他( ) ・ ( )
戸の開閉方式 ⦿ 建具表による ・ 防火材料の指定

見本の制作等 (16.1.4) 耐風圧性能 ⦿ 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、防火材料とする。
特殊な建具の仮組 ・ 実施する ⦿ 実施しない 引き戸用検出装置の種類（標仕(表16.9.4)による） 性能値 ⦿ 建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号に定められた ・ 次の箇所を除き防火材料とする （ 箇所： ）

特殊な建具の仮組(建具番号： ) ⦿ 建具表による ・ 風圧力に対して安全であること。
ﾀｯﾁｽｲｯﾁの種類 ・ 正圧 ( )Ｎ/ｍ2以上及び 素地ごしらえ (18.2.2～7)

防犯建物部品 (16.1.6) ・ 無線式ﾀｯﾁｽｲｯﾁ ・ 光線式ﾀｯﾁｽｲｯﾁ 負圧 ( )Ｎ/ｍ2以上に対して安全であること。
の使用 ・ 建具表による ・ 車椅子使用者用便房ｽｲｯﾁの種類 木部 不透明塗料塗りの場合 ・ A種 ・ B種

・ 大形押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ ・ 非接触ｽｲｯﾁ 水密性 ・ W-4 ・ W-5 透明塗料塗りの場合 ・ A種 ・ B種
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 外部に面する建具 (16.2.2、4、5)(表14.2.1)(表16.2.1) 気密性 ・ A-3 ・ A-4 鉄鋼面（DP以外） ・ A種 ・ B種 ・ C種

コンクリート下地系及び鉄骨下地系 凍結防止措置 ・ 行う(適用箇所は建具表による) ・ 行わない 耐火性能 鉄鋼面（DPのみ） ・ A種 ・ B種 ・ C種
種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(ｍｍ) 施工場所 ⦿ 適用しない 亜鉛めっき鋼板 ・ A種 ・ B種

⦿ Ａ種 ⦿ Ａ－3 ⦿ Ｗ－4 ⦿ 70 ⦿ 建具表 自閉式上吊り引戸 (16.10.3)(表16.10.1) ・ 適用する ( 耐火時間 ・ 30分 ・ 1時間 ・ ( 時間 ) ) ﾓﾙﾀﾙ面及びﾌﾟﾗｽﾀｰ面 ・ A種 ・ B種
・ Ｂ種 ・ ( ) ・ ( ) ・ ( ) による 装置 性能値等 ( 施工箇所 ⦿ 図示 ・ ( ) ) ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP以外)及びALCﾊﾟﾈﾙ面 ・ A種 ・ B種
・ Ｃ種 Ａ－4 Ｗ－5 ( ) ⦿ 標仕(表16.10.1)による ・ 製造所の仕様による ・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ・ A種 ・ B種
木下地 遮音性 ・ 図示による ・ その他( ) ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DPのみ) ・ A種 ・ B種

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(ｍｍ) 施工場所 重量シャッター (16.11.2、3) せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面及び 目地：継目処理工法 ・ A種 ・ B種
・ Ｄ種 ・ ( ) ⦿ 建具表 シャッターの種類 断熱材 その他ﾎﾞｰﾄﾞ面 目地：継目処理工法以外 ・ A種 ⦿ B種
・ Ｅ種 ・ ( ) による ・ 管理用シャッター ・ 外壁用防火シャッター ⦿ 適用しない ・ 図示による
防音ドアセット、防音サッシ ・ 遮音性の等級 ( ⦿ 建具表による ・ ) ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター ・ 適用する ( 種類( ) 厚さ( ｍｍ) 施工箇所は図示 )

 (建具符号： ⦿ 建具表による ・ ) 外壁開口部に設ける重量ｼｬｯﾀｰの耐風圧強度（ ） pa 錆止め塗料塗り (18.3.2、3)
断熱ドアセット、断熱サッシ ・ 断熱性の等級 ( ⦿ 建具表による ・ ) 開閉機能による種類 ⦿ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 主要部材のたわみ

 (建具符号： ⦿ 建具表による ・ ) 支点間距離(ｈ) たわみ量 状 態 鉄鋼面 SOP A種 見え掛り：A種、見え隠れ：B種
安全装置 ⦿ 4ｍ以下 ・ ±(1/150)×ｈかつ絶対量20ｍｍ以下 ⦿ 各部の破損、残留変形、 DP C種及びD種 標仕(表18.3.4)

材料 電動式ｼｬｯﾀｰの急降下制動装置、急降下停止装置 ・ 4ｍを超える ・ ( ) 有害な変形が起こらな EP-G ・ B種 ・ A種 見え掛り：A種、見え隠れ：B種
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ⦿ SUS304、SUS340J1L、又はSUS443J1 ・ （設置箇所  ⦿ 建具表による ・ ） いこと 亜鉛めっき鋼面 SOP ・ 鋼製建具等 鋼製建具等：A種、上記以外：B種
ｽﾃﾝﾚｽ製のくつずりの仕上げ ⦿ HL ・ 電動式ｼｬｯﾀｰの障害物感知装置 ・ A種 ・ B種

（設置箇所  ⦿ 建具表による ・ ） 耐震性能 ・ その他
形状及び仕上げ 屋内用防火ｼｬｯﾀｰ若しくは防煙ｼｬｯﾀｰの危害防止装置 設計用震度 水平方向(Ｋｍ) ⦿ 1.0 ・ ( ) ・ A種 ・ B種

表面処理（外部に面する建具） ・ 危害防止装置 ・ 垂直方向(Ｋｗ) ⦿ 0.5 ・ ( ) DP B種 鋼製建具等：A種、上記以外：B種
種別 ・ BB-1種 ⦿ BB-2種 (標仕(表14.2.1)による) リモコンの有無 ・ 無 ・ 有(リモコン個数 個) EP-G C種 鋼製建具等：A種、上記以外：B種
着色 ⦿ 標準色 ・ 特別色 電動式の場合の電源 ⦿ 三相200V 0.75Kｗ以下(過電流保護装置付) ・ 図示による

表面処理（屋内の建具） 管理用シャッターのシャッターケース  ・ 設ける ・ 設けない ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ (17.2.2)
種別 ・ BC-1種 ・ BC-2種 (標仕(表14.2.1)による) カーテンウォール材料 塗装 (18.4.1～18.13.2)
着色 ・ 標準色 ・ 特別色 スラット及びシャッターケース用鋼板   材 料 規 格 等

結露水の処理方法 ・ 水貯め式 ・ 排水 ・ 鋼板の種類 ・ JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) ⦿ アルミニウム製 ⦿ 標仕(表16.2.3)のアルミニウム製建具の材料による
・ JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板鋼帯) ・ ( ) ・ ( ) ・ 合成樹脂調合 木部屋外 ・ A種 ・ B種

工法 めっきの付着量 ⦿ Z12又はF12 ・ ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP) 木部屋内 ・ A種 ・ B種
水切り板、ぜん板 ⦿ 図示 ・ カーテンウォール方式 鉄鋼面 ・ A種 ・ B種 ・ 適用する
木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用する 軽量シャッター (16.12.2～4) ・ 方立方式 亜鉛めっき面 ・ 適用する

開閉機能 ⦿ 上部電動式(手動併用) ・ 手動式 ・ バックマリオン方式 ( ・ 単純2辺支持工法 ・ SSG工法 ) ・ ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) ・ A種 ・ B種
網戸等 (16.2.3) シャッターケース ⦿ 設ける ・ 設けない ・ スパンドレル方式 ・ ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗(NAD) ・ A種 ・ B種

網戸の防虫網 外部に面するシャッターの耐風圧強度 ・ ( pa) ・ パネル方式 ・ 耐候性塗料塗り 鉄鋼面 上塗り塗料の等級 ・ 適用する
網の種類 ⦿ ステンレス製(SUS316) ・ 合成樹脂製 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 小型パネル組み合わせ方式 ( ・ ノックダウン方式 ・ ユニット方式 ) (DP) （ ） 級
線径 ⦿ 0.25mm以上 ・ 安全装置 亜鉛めっき鋼面 上塗り塗料の等級
網目 ⦿ 16～18メッシュ ・ 電動ｼｬｯﾀｰの障害物感知装置 シーリング材及びガラス取付材料 (9.7.2)(17.2.2)(表9.7.1) （ ） 級
形式 ⦿ 外部可動式（取外式）・ 固定式 （設置箇所  ⦿ 建具表による ・ ） 下記以外は、標仕(表9.7.1)による ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び ・ A種 ・ B種

被着体の組合せ シーリング材の種別 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ・ C種
樹脂製建具 (16.2.2、5)(表16.3.1) スラットの材質 記 号 主成分による区分 耐久性による区分 ・ つや有り合成樹

コンクリート下地系及び鉄骨下地系 ・ JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 金属 ガラス 脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面 ・ A種 ⦿ B種
種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(ｍｍ) 施工場所 めっき付着量( ⦿ Z06又はF06 ・ ) 石、タイル 塗り(EP-G) その他ﾎﾞｰﾄﾞ面等

・ Ａ種 ・ ( ) ⦿ 建具表 ・ JIS G 3322 (塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) ガラス ガラス 屋内の鉄鋼面 ・ A種 ・ B種
・ Ｂ種 ・ ( ) による めっき付着量( ⦿ AZ90 ・ ) ・ 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP) ・ A種 ⦿ B種
・ Ｃ種 ・ ( ) 構造用ガスケット (17.2.2) ・ ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り(UC) ・ A種 ・ B種
木下地 スラットの形状 ⦿ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形 ・ ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形 ・ 適用しない ・ 適用する ( 施行箇所 ・ 図示 ・ ( ) ) ・ ｽﾃｲﾝ塗り ・ ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(ｍｍ) 施工場所 ガイドレール ｽﾃｲﾝ塗り
・ Ｄ種 ・ ( ) ⦿ 建具表 ・ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ⦿ ステンレス製ＳＵＳ304(厚さ1.5ｍｍ) アルミニウムの表面処理 (17.2.3)(表14.2.1) ・ ｵｲﾙｽﾃｲﾝ
・ Ｅ種 ・ ( ) による 危害防止機構(電動の場合) ⦿ 有 (障害物感知装置自動閉鎖型) 種 別 色 彩 等 塗り(OS)
断熱ドアセット、断熱サッシ 電動式の場合の電源 ⦿ 単相100V(過電流保護装置付) ・ Ａ－1種 ・ Ｂ－2種 ・ 木材保護塗料塗り(WP) ・ A種 ・ B種

・ 断熱性の等級 ( ・ Ｈ-4 ・ Ｈ-5 ・ Ｈ-6 ・ Ｈ-7 ・ Ｈ-8 ) ・ Ａ－2種 ・ Ｂ－2種 ・ ・ ・ ・
( 建具符号：⦿ 建具表による ・ ) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ (16.13.2、3) ・ 着色塗膜 塗装材料 ( ) 焼付方法( ・ コート ・ ベーク ) ・ 図示による

材料 ⦿ ｽﾁｰﾙﾀｲﾌﾟ ・ 125 ⦿ ﾊﾞﾗﾝｽ式 ・ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 ⦿ ステンレス鋼板 高日射反射率塗料を適用する場合の適用箇所は、屋上又は屋根面の金属面とする
ガラス ・ 複層ガラス(組合せは建具表による) ・ ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑﾀｲﾌﾟ ・ ・ ﾁｪｰﾝ式 ・ ﾛｰﾍｯﾄﾞ形 PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ (14.2.3)(表14.2.2)
ｽﾃﾝﾚｽ製のくつずりの仕上げ ・ HL ・ ・ ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ ・ ・ 電動式 ・ ﾊｲﾘﾌﾄ形 ・ 溶融亜鉛めっき鋼板 取付け用金物の表面処理(鉄の亜鉛めっき)及び材質 ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り(CL)A種の工程2の適用

・ ・ ﾊﾞｰﾁｶﾙ形 下記以外は、カーテンウォール製作所の仕様による ・ 適用する（着色剤： ・ 溶剤系着色剤 ・ 油性染料着色剤 ）
形状及び仕上げ ・ 標準色 ・ 特注色 金物種類及び部位 内 部 外 部 ・ 適用しない

ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの障害物感知装置 （設置箇所  ・ 建具表による ・ ） ＰＣ版打込み金物 ⦿ Ｅ種 ・ ( ) ⦿ Ａ種 ・ ( )
工法 ＰＣ版打込み取付ボルト ⦿ Ｅ種 ・ ( ) ⦿ ステンレスボルト ・ ( ) ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り(UC)の工程1の適用 ・ 適用する ・ 適用しない

水切り板、ぜん板 ・ 図示 ・ ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ積み (16.14.5) 2次ファスナー ⦿ Ｅ種 ・ ( ) ⦿ Ａ種 ・ ( )
木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用する JIS Ａ 5212によるもの 取付ボルト ⦿ Ｅ種 ・ ( ) ⦿ Ａ種 ・ ( ) ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗りの工程等 ・

寸法(ｍｍ) 色  調 パターン 防火認定 レベル調整ボルト ⦿ Ｅ種 ・ ( ) ⦿ Ａ種 ・ ( )
鋼製建具 (16.2.2)(16.4.2)(表16.2.1) ⦿ クリア ・ 熱線反射 ・ 無し ・ ( ) ・ ( ) ・ 高日射反射率塗料塗り

性能等級 ・ 乳白 ・ カラー( ) ・ 有り 屋根用高日射反射率塗料(JIS K 5675)
簡易気密型ドアセット ・ 適用する(建具符号： ⦿ 建具表による ・ ) シーリング材 (9.7.2)(17.3.2)(表9.7.1) 種類 ・ ２種 ・

・ 適用しない ・ 壁用金属枠 ⦿ 設ける(材質等： ) ・ 設けない 下記以外は、標仕(表9.7.1)による 塗付け量(㎏/㎡) ・ 塗料製造所の仕様による
外部に面する鋼製建具の耐風圧性 ・ 補強材 ⦿ 設ける(材質等： ) ・ 設けない 施工箇所 シーリング材の種別

⦿ 建具表による ・ Ｓ-4 ・ Ｓ-5 ・ ( ) ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ・ 図示 ・ 記 号 主成分による区分 耐久性による区分 フッ素樹脂塗装
ステンレス製鋼板 ⦿ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 (16.4.3) ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ板間目地 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ面保護工法

ガラス (16.14.2) （下塗材） 水性 浸透性吸水防止材
鋼板 材料 ⦿ JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板) ガラスの種類及び厚さ等 （上塗材）・ 水性ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱｰ ・ 水性ﾌｯ素樹脂ｶﾗｰｸﾘｱｰ

めっき付着量 ⦿ Z12又はF12 ⦿ 図示 ・
厚さ ⦿ 標仕16.4.2による コンクリ－トの種類及び品質 ・ 図示による ・ その他( ) (17.3.2) 焼付塗装

(16.14.3) 所要スランプ ・ 図示による ・ その他( )
鋼製軽量建具 (16.2.2)(16.5.2～4) ガラス留め材及び溝の大きさ ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ ・ ﾌｯ素樹脂 ・ ｿﾘｯﾄﾞ

性能等級 建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさmm 補強鉄線の寸法 ・ 図示による ・ その他( ) ・ ｳﾚﾀﾝ樹脂 ・ ﾒﾀﾘｯｸ
簡易気密型ドアセット ・ 適用する(建具符号： ⦿ 建具表による ・ ) アルミニウム製 ⦿ シーリング材(SR-1) ⦿ 建具の製造所の仕様による ・ ｱｸﾘﾙ樹脂

・ 適用しない ・ ガスケット ・ 図示 耐火目地材 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ ｽﾃﾝﾚｽ ・ ﾌｯ素樹脂 ・ ｿﾘｯﾄﾞ
・ ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ形 ・ ・ ｳﾚﾀﾝ樹脂 ・ ﾒﾀﾘｯｸ

鋼板 ・ 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(JIS G 3302) 鋼製及び軽量鋼製 ⦿ シーリング材(SR-1) ⦿ 建具の製造所の仕様による 先付け材料であるサッシ枠やゴンドラ用ガイドレ－ル ・ ｱｸﾘﾙ樹脂
・ 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(JIS G 3313) ・ ・ 建具枠 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ 亜鉛めっき ・ ﾌｯ素樹脂 ・ ｿﾘｯﾄﾞ

ビニル被覆鋼板 ・ 使用する ・ 使用しない ステンレス製 ・ シーリング材(SR-1) ⦿ 建具の製造所の仕様による ゴンドラ用ガイドレ－ル ⦿ 図示による ・ その他( ) 鋼板 ・ ｳﾚﾀﾝ樹脂 ・ ﾒﾀﾘｯｸ
使用箇所 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ ・ ・ ｱｸﾘﾙ樹脂

カラ－鋼板 ・ 使用する ・ 使用しない 樹脂製 ・ シーリング材(SR-1) ⦿ 建具の製造所の仕様による 表面仕上げ ・ 図示による ・ その他( ) (17.3.3)
使用箇所 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ ガスケット 

・ ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ形 ・ PCカ－テンウォ－ルの仕上げ ⦿ 図示による ・ その他( )
ステンレス製建具 (16.6.3) ・

ステンレス鋼板の材料 構造ガスケットを用いる場合のアンカ－溝の寸法及び寸法許容差
・ SUS304 ・ SUS430J1L ・ その他( ) ガラス用フィルム ⦿ 図示による ・ その他( )

鉄筋の配筋 ⦿ 計算書を監督員に提出 (17.3.4)
木製建具 (16.7.2) ・ その他( )

かまち戸の樹種 かまち ( ) 鏡板 ( ) ・ 日射調整ﾌｨﾙﾑ ・ SC-1 ・ SC-2 耐火材料
ふすまの上張り (表16.7.3) ・ 低放射ﾌｨﾙﾑ ・ LE 施工部位 種別 規格等

⦿ 新鳥の子又はビニル紙程度(押入の裏面は除く) ・ 鳥の子 ・ 衝撃破壊対応ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ ・ GI-1 ・ GI-2 ・ ファスナー部
・ 相関変位破壊対応ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ ・ GD-1 ・ GD-1 ・ 取付ブラケット

建具用金物 (16.8.4) ・ ｶﾞﾗｽ貫通防止ﾌｨﾙﾑ ・ DF ・ パネル目地部
マスターキー ⦿ 製作する ・ 製作しない 品質は、ＪＩＳＡ5759 による ・ 層間ふさぎ
鍵の本数 ・ ( )本1組
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下地の工法 (19.2.3) 移動間仕切 (20.2.4) かぎ箱 路床 (22.2.2、3、5)(表22.2.1)
標仕(19.2.3)(ｱ)～(ｳ)以外の下地の工法 (ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ) 構造形式 操作方法 圧縮装置 遮音性能 パネル表面 ⦿ 有り(市販品) 路床土 ・ A種 ⦿ B種 ・ C種 ・ D種
⦿ 図示 ・ 操作方法 db/500Hz 材質 仕上げ ・ 30組用 ・ 60組用 ・ 120組用 路床の構成及び仕上り ⦿ 図示

・ 平行方向 ・ 手動式 ・ ﾌﾟｯｼｭ式 ・ 36未満 ・鋼板 ・ 焼付塗装 ・  60程度 ・ 無し 路床安定処理の方法
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り (19.2.2、3) ・ 二方向 ・ 電動式 ・ ﾊﾝﾄﾞﾙ式 ・ 36以上 ・ 壁紙張り ・ 安定処理の方法 ・ 置き換え工法 ・ 安定処理工法

種類の記号、色柄、厚さ等 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ 部分電動式 くつふきマット 路床安定化処理用添加材料
取付方法は製造所の仕様とし、適切な資料を監督員に提出する。 市販品とする。 種類 ・ 普通ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種

工法 ・ 熱溶接工法 ・ 突付け (施工箇所：          ) 材種 ・ フライアッシュセメントB種
特殊機能 ・ 帯電防止 ・ 耐動荷重性 ・ 防滑性 ・ 耐薬品性 パネル表面仕上げの壁紙張りの品質、性能は標仕19章による ・ 塩化ビニル製(コイル状、ステンレス製受枠とも) ・ 生石灰( ・ 特号 ・ 1号 ) ・ 消石灰( ・ 特号 ・ 1号 )
帯電防止 ・ 帯電防止性能評価値(JIS A 1455)1.2以上～3.2未満 ・ 硬質アルミニウム製(受枠とも) 添加量 ・ kg/㎥ ( 目標CBR ・ 3以上 ・ )

又は体積電気抵抗値(JIA A 1454)1×10の7乗～1×10の10乗Ω程度 トイレブース (20.2.5) ・ ビニル製(ステンレス製受枠とも) 試験
・ パネル表面材の種類 ・ ステンレス製(受枠とも) 路床土の支持力比(CBR)試験 ・ 行う ・ 行わない

⦿ メラミン樹脂系化粧板(標準色、アルミ製コーナーエッジ付) 路床締固め度の試験 ・ 行う ・ 行わない
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ張り (19.2.2) ・ ポリエステル樹脂系化粧板 流し台ユニット 現場ＣＢＲ試験 ・ 行う ・ 行わない

種類の記号、色柄、厚さ等 ⦿ 図示による ・ その他( ) 種 類 適用内容 規格・品質等
特殊機能 ・ 帯電防止 ・ 防滑性 ・ 視覚障害者用 脚部 構造金物(ステンレス製) ⦿ 幅木タイプ ・ 支柱タイプ ・ 流し台 トラップ付 ⦿ 優良住宅部品 路盤 (22.3.2、3、5)(表22.3.1)
帯電防止 ・ 帯電防止性能評価値(JIS A 1455)1.2以上～3.2未満 ・ コンロ台 バックガード ( ⦿ 有り ・ 無し ) (セクショナルキッチンⅠ型) 路盤の厚さ ⦿ 図示 ・

又は体積電気抵抗値(JIA A 1454)1×10の7乗～1×10の10乗Ω程度 手すり (20.2.6) ・ つり戸棚 ・ 市販品 路盤材料 ・ 砕石  C-40
・ ・ 集成材手すり ・ 水切り棚 ステンレス製 ( ⦿ 1段式 ・ ( ) ) 市販品 ⦿ 再生クラッシャラン RC-40

・ クラッシャラン鉄鋼スラグ CS-40
ゴム床タイル張り (19.2.2) ・ １段 ・ 35φ ・ 45φ ・ ・ ﾀﾓ ・ CL 掲示板 ・ 図示 ・

種類の記号、色柄、厚さ等 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ ２段 ・ 35φ ・ ・ ・ 屋内掲示板 試験 路盤締固め度の試験 ・ 行う ⦿ 行わない
枠の材質 ⦿ アルミニウム製 ・ ( )

カーペット敷き (19.2.3～4)(表19.3.2) ・ 既製手すり（樹脂製） 表面の材質 ⦿ 塩ビ発泡シート張り ・ ( ) アスファルト舗装 (22.4.2∼6)(表22.4.1)
パイル形状、種別等 ⦿ 図示による ・ その他( ) 屋外掲示板 アスファルト舗装の構成及び厚さ ⦿ 図示 ・
見切り、押え金物 ・ O型(1段) ・ 40φ ・ ｱﾙﾐ合金製（心材共） 指づめ防止材共 照明器具 ⦿ 有り ・ 無し 材料及び種類

材質、形状等 ⦿ 図示による ・ その他( ) ・ O型(2段) ・ 34φ ・ 施錠 ⦿ 有り ・ 無し アスファルト ⦿ 再生アスファルト ( ⦿ 60∼80 ・ 80∼100 )
・ ストレートアスファルト

合成樹脂塗床 (19.4.2、3)(表19.4.4～8) 階段滑り止め (20.2.7) 防煙垂れ壁 骨材 ・ 道路用砕石
エポキシ樹脂系塗床の工法及び仕上げの種類 材種 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製 ・ 黄銅製押出型材 ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製押出型 ・ ・ 固定式 ⦿ アスファルトコンクリート再生骨材
・ 薄膜流し展べ工法 ( ・ 平滑仕上げ ・ ) 形状 ・ ﾀｲﾔ型(ﾀｲﾔの材質：ｺﾞﾑ又は合成樹脂等) ・ ﾀｲﾔﾚｽ型 ・ 可動式(煙感知器連動及び手動開放装置(埋込型)) 加熱アスファルト混合物の種類
⦿ 厚膜流し展べ工法 ( ・ 平滑仕上げ ⦿ ) 端部の形状 ・ ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞあり ・ ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞなし ・ 垂直下降式(巻取り型) 区分 ⦿ 一般地域 ・ 寒冷地域
・ 樹脂モルタル工法 ( ・ 平滑仕上げ ・ ) 寸法(幅) ⦿ 35㎜程度 ・ 40㎜程度 ・ 50㎜程度 ・ ( ) ガイドレール ⦿ 固定式 ・ 可動式 表層 ⦿ 密粒度アスファルト混合物(13) ⦿ 密粒度アスファルト混合物(13F)

取付工法 ⦿ 接着工法 ・ 埋込工法 材質 ⦿ 不燃布(不燃認定品) ・ ( ) ・ 細粒度アスファルト混合物(13)
フローリング張り (19.5.2～6) (表19.5.1～5) ・ 回転下降式 基層 ⦿ 粗粒度アスファルト混合物(20)

単層フローリング ・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ1等 ・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ1等 ・ ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ1等 表示 (20.2.11) 表面仕上げ ⦿ 天井材張り ・ ( ) シールコート ・ 行う ( 種別 ・ PK-1 ・ PK-2 ) ・ 行わない
複合フローリング ・ 天然木化粧複合フローリング ・ 性能等が確認できる資料を監督員に提出すること。また、市販品以外は、共通詳細図 材質 ⦿ 鋼板製又はアルミ製 ・ ( ) 舗装の平たん性 ⦿ 通行の支障となる水たまりを生じない程度 ・
フローリング張りの工法 ・ 釘留め工法(根太張り) ・ 釘留め工法(直張り) による。 アスファルト混合物の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない

・ 接着工法 ・ モルタル埋込み工法  視覚障害者用
モザイクパ－ケットの樹種、厚さ及び大きさ 衝突防止表示 ⦿ 適用する ( ⦿ 市販品 ・ 図示 ) ・ 適用しない 床タイル 仕様は、JIS Ｔ 9251による。 コンクリート舗装 (22.5.2∼4、6)(表22.5.1、3)

⦿ 図示による ・ その他( ) 案内板等 案内用記号は、JIS Ｚ 8210による。 屋内 ⦿ 塩化ビニル製 ・ 磁器又はせっき質タイル コンクリート舗装の構成及び厚さ ⦿ 図示による
フロ－リングボ－ドの特殊張り 法令に基づく表示 ⦿ 適用する(市販品) ・ 適用しない ・ レジンコンクリート製 材料 コンクリート ⦿ 標仕(表22.5.1)による ・

・ 体育館等の床(詳細は図示) 屋外 ⦿ レジンコンクリート製 ・ 磁器又はせっき質タイル 早強セメント ・ 使用する ・ 使用しない
室名札、ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、 注入目地材料 ⦿ 低弾性タイプ ・ 高弾性タイプ

畳敷き 種別 (19.6.2)(表19.6.1) 取付け形式等（案内用図記号は、JIS Z 8210による） フェンス
・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ⦿ Ｄ種 ( KT- ) ・ 図示による ・ ビニル被覆エキスバンドフェンス ・ 樹脂塗装メッシュフェンス 目地 種類、間隔、構造 ⦿ 標仕(表22.5.3)及び図22.5.1による ・ 図示

衝撃緩和型畳 （ 畳表： ・ C1 ・ C2 ） ・ 鋼管フェンス ・ アルミフェンス 溶接金網 ⦿ 使用する (22.5.3～4)
ブラインド (20.2.14) ・ ( ) 試験 アスファルト混合物等の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない

せっこうボード (19.7.2、3)(表19.7.1) ⦿ 横型 ・ 縦型 舗装の平たん性 ⦿ 通行の支障となる水たまりを生じない程度 ・
その他ボード せっこうボード等の種類、厚さ、下地等 スラット材種  ・ アルミスラット ・ クロススラット エキスパンション
及び合板張り ⦿ 図示による ・ その他( ) 幅 ・ 80 ・ 100 ・ ・ジョイント金物 材質 ・ アルミ ・ ステンレス カラー舗装 (22.6.2～4)(表22.6.1)

軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材 ・ 加熱系カラー舗装
⦿ 適用する ・ 適用しない ロールスクリーン (20.2.13) クリアランス(ｍｍ) ・ 50 ・ 100 ・ 150 ・ ( ) 舗装の構成及び厚さ ⦿ 図示による

天井のﾎﾞｰﾄﾞ類（ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板を除く）の重ね張りを行う場合 性能等が確認できる資料を監督員に提出すること。 加熱系混合物の結合材
・ 図示による ・ 操作方式 ・ スプリング式 ・ コード式 ・ 電動式 耐火性能 ・ 有り ( ) ・ 無し ・ アスファルト混合物

せっこうボードの目地工法等 幅・高さ ・ 図示 ・ ・ 石油樹脂系混合物 顔料の添加物 ( ％  )
目地工法の種類 ・ 仕上げ表による ・ 材種 ・ ガラス繊維製 ・ 合成・天然繊維製 ・ 木製 防水型 ⦿ 適用する ・ 適用しない 添加物
突付け工法及び目透し工法のエッジの種類 ・ ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ ・ ｽｸｴｱｴｯｼﾞ 品質等 ・ 着色骨材 ( )

その他の材料 ⦿ 製造所の仕様による ・ アルミ庇 アルフィン株式会社 アルミ庇 d900、w2,200 AD-2T型 （ステー付き）同等品 自然石 ( )
壁紙張り (19.8.2、3) ｽｸﾘｰﾝの仕様 消防法で定める防炎性能の表示があるもの ・ 常温系カラー舗装

壁紙の品質及び防火性能 ・ 図示による ・ その他( ) 工法 ・ ニート工法 ・ 塗布工法
カーテン (20.2.14) (表20.2.1) コーナーガード ナカ工業株式会社 衝撃吸収材 柱・壁出隅用 NPC-9090V 同等品 着色部の下部 ・ アスファルト舗装 ・ コンクリート舗装 ・

断熱材 (19.9.2、3) 形 式 開閉操作 ひだの種類 商品名 取付箇所
・ 断熱材打込み工法 (程度) 透水性 (22.7.2、3、6)

種  類 厚さmm 備 考 ・ シングル ・ 片引き ・ 手引き ・ フランスひだ ・ 図示 アスファルト舗装 舗装の構成及び厚さ ⦿ 図示による ・
・ ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ・ ・ ダブル ・ 引分け ・ ひも引き 箱ひだ、つまひだ ・ 屋外雨水排水 (21.2.1、2)(表21.2.1、2) 材料
・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材(ｽｷﾝなし) ・ ・ 電動 ﾌﾟﾚｰﾝひだ、片ひだ 材料 骨材 ・ 道路用砕石
・ 硬質ウレタンフォーム断熱材 ・ ・ シングル ・ 片引き ・ 手引き ・ フランスひだ ・ 図示 材 種 管の種類 形 状 呼び径 ⦿ アスファルトコンクリート再生骨材
・ フェノールフォーム断熱材 ・ ・ ダブル ・ 引分け ・ ひも引き 箱ひだ、つまひだ ・ ・ 遠心力鉄筋コンクリート管 ⦿ 外圧管(1種) ⦿B形管 ⦿ 図示 ( 種類 ・ 60∼80 ・ 80∼100 )
・ ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ・ ・ 電動 ﾌﾟﾚｰﾝひだ、片ひだ ・ ・ 試験
施工箇所 ⦿ 床版 ( ・ 屋根スラブ下 ・ 接地床 ⦿ 図示 ) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ⦿ VP ⦿ 図示 ・ 開粒度アスファルト混合物の抽出試験 ⦿ 行う ・ 行わない

・ 壁 ・ 外壁内側部分(倉庫、便所、設備室、車庫、(  )、を除く カーテン用附属品の材質 ・ VU ⦿ 図示 ・ 砂の粒度試験 ・ 行う ・ 行わない
・ 図示 ・ ふさ掛け金具及びひも掛け金具 ・ 亜鉛合金製程度 ・ ・ RSｰVU ⦿ 図示 ・ 舗装の平たん性 ⦿ 著しく不陸がないもの ・

フック（ひるかん） ・ 鋼製 ・ 樹脂製 ・ ・ RSｰVP ⦿ 図示 ・
⦿ 断熱材現場発泡工法 基床の厚さ ・ 図示 ・ ブロック系舗装 (22.8.2、3)

断熱材の種類 ⦿ A種1又はA種1H ・ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ及び ⦿ 呼び径300以下は100㎜、呼び径300を超える場合は150㎜ ・ コンクリート平板舗装
厚さ(ｍｍ) ⦿ 25 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ⦿ 市販品(アルミニウム製 押出し型材) 基床の種類 ・ 図示 ・ 砂地業 ⦿ 砂利地業 種類 ⦿ 普通平板(Ｎ) ・ 透水平板(P) ・ 保水性平板(M)
施工箇所 ⦿ 図示 種別 ・ BC-1 ・ BC-2 硬質ポリ塩化ビニル管の継手に用いる材料 ⦿ 接着剤 ・ 寸法 ⦿ 300角 ・

・ 図示 厚さ ⦿ 60 ・
浴室天井材 側塊の形状及び寸法 ・ 図示 ・ 目地材 ⦿ 砂 ・ モルタル

⦿ 市販品 耐震スリット 排水桝の種類 ⦿ 図示 ・ 表面加工 ・ 研ぎ出し ・ 洗い出し ・ たたき出し
材 質 表面仕上げ 幅(ｍｍ) 備 考 性能等が確認できる資料を監督員に提出すること。 ｸｯｼｮﾝ材 ⦿ 砂 ・ 空練りモルタル

・ アルミニウム製 ・ 焼付け塗装品 ・ 200 廻り縁は樋付とし、製造 砂地業に用いる材料 ・ シルト ・ 山砂 ・ 川砂 ・ 砕砂
(準不燃品) ・ アルマイト処理品 ・ ( ) 所の標準品とする。 ・ 垂直方向 ⦿ 完全(全貫通型) ・ 耐火型 ・ 有り 砂利地業に用いる材料 ⦿ 再生クラッシャラン ・ 切込砂利又は切込砕石 ・ インターロッキングブロック舗装 (22.8.2、3)

・ 硬質塩ビ製 ・ 塗装品 ・ 300 ・ 水平方向 ・ ( ) ・ 非耐火型 ・ 無し 凍上抑制層に用いる材料 ・ 種類 ⦿ 普通ﾌﾞﾛｯｸ(N) ・ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ(P) ・ 保水性ﾌﾞﾛｯｸ(M)
・ 木目調 ・ ( ) 厚さ 車路 ( ⦿ 80 ・ )

目地 鋳鉄製ふた (21.2.1) 歩行者用通路 ( ⦿ 60 ・ )
形状及び寸法等 形状寸法 ⦿ 図示による ・

目地材 ・ シーリング材(見え掛かりのみ) ・ シーリング材(見え掛かりのみ) 種類 適用荷重 曲げ強度 車路 ( ⦿ 5.0N/㎟ ・ )
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ (20.2.2) ・ ・ シーリング材(内外とも) ・ 水封形 ・ 密閉形(ﾃｰﾊﾟｰ・ﾊﾟｯｷﾝ式) ・ Ｔ－2 ・ Ｔ－6 歩行者用通路 ( ⦿ 3.0N/㎟ ・ )

性能等が確認できる資料を監督員に提出すること。 目地寸法(ｍｍ) ⦿ 20×10 ・ ( ) ⦿ 20×10 ・ ( ) ・ 簡易気密型(ﾊﾟｯｷﾝ式) ・ 中ふた付密閉形 ・ Ｔ－20 ・ 表面加工 ・
施工箇所 寸法ｍｍ 高さｍｍ 適用地震 耐荷重性能 表面仕上げ材 鍵の設置 ・ 有 ・ 無 張り方 ・ ﾍﾘﾝﾎﾞﾝﾎﾞﾝﾄﾞ ・ ｽﾄﾚｯﾁｬｰﾎﾞﾝﾄﾞ ・ 図示による

時水平力 打継止水板 ｸｯｼｮﾝ材 ⦿ 砂 ・ 空練りモルタル
・ 450角以上 ・ 100 ・ 1.0Ｇ以上 ・ 3,000Ｎ ・ 帯電防止床ﾀｲﾙ 性能等が確認できる資料を監督員に提出すること。 グレーチング (21.2.1)

600角以下 ・ 120 ・ 0.6Ｇ以上 ・ 5,000Ｎ ・ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 形状及び寸法等 ・ 舗石舗装
・ ・ ・ ・ ・ 適用箇所 ⦿ EVピット ・ 材質 形式等 種類 適用荷重 メンバーピッチ 上面形状 種類 ⦿ 花こう岩 ・
・ 450角以上 ・ 100 ・ 1.0Ｇ以上 ・ 3,000Ｎ ・ 帯電防止床ﾀｲﾙ ⦿ 鋼製 受枠 ・ 溝ふた ・ 歩行用 ⦿ 細目 ⦿ 凹凸形 形状寸法 ・ 割石 ・ 図示による

600角以下 ・ 120 ・ 0.6Ｇ以上 ・ 5,000Ｎ ・ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 材質 ⦿ 水膨張性コンクリート打継止水材 寸法 W20×ｔ10 ・ ステンレス製 ⦿ 有り ⦿ 枡ふた ・ Ｔ－2 ・ 普通目 ・ 平形 厚さ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ 無し ・ かさ上げ ⦿ Ｔ－6 ・ 細目 施工方法 ⦿ うろこ張り ・

点検口 ボルト固定 ・ Ｕ字溝 ・ Ｔ－14 基層 ⦿ コンクリート版 ( 厚さ ⦿ 70 ・ )
可動間仕切 (20.2.3) 天井点検口 ・ 無し ・ Ｔ－20 ⦿ アスファルト混合物 ( 厚さ ⦿ 50 ・ )
(パーティション) JIS Ａ 6512によるものとする。 材質 ⦿ アルミニウム製 ( ⦿ 額縁タイプ ・ 目地タイプ ) ・ ( ) ⦿ 有り ｸｯｼｮﾝ材 ⦿ 砂 ・ 空練りモルタル

構造形式 表面板及び厚さ(ｍｍ) パネル仕上げ パネル見込み
・ パネル式 ・ 鋼板 ・ メラミン樹脂焼付 ・ 60以上 床点検口 街きょ、縁石 (21.3.1、2)(表21.3.1) 砂利敷き (22.9.2)
・ スタッドパネル式 ( ・ 0.6 ・ 0.8 ) ・ アクリル樹脂焼付 ・ ( ) 材質 ・ アルミニウム製 及び側溝 種類、形状及び寸法等 ⦿ 図示 ・ A種 ( 施工範囲 ・ 図示 ・ 通路 ・ )
・ スタッド式(内蔵) ・ ( ) ・ ( ) ・ 30以上 (受け枠 ⦿ 額縁タイプ ・ 目地タイプ ) ・ ( ) 地業の材料 ・ シルト ・ 山砂 ・ 川砂 ・ 砕砂 ・ B種 ( 施工範囲 ・ 図示 ・ 建物周囲 ・ )
・ スタッド式(露出) ・ ( ) 砂利地業に用いる材料 ⦿ 再生クラッシャラン ・ 切込砂利又は切込砕石

鋼製棚 砂利地業の厚さ ⦿ 100 ・ 図示 路面標示用塗料 品質(ＪＩＳ Ｋ5665による)
遮音性能 種 別 規格等 耐荷重による種類 ・ １種 ・ ２種 ⦿ 3種1号 ・

中心周波数500Hzの音についての透過損失(dB) ・ 36未満 ・ 36以上 ・ 書架 JIS S 1039の規格による 水平荷重Ⅰ又は水平荷重Ⅱ 寸法 幅 ・ 100(ｍｍ) ⦿ 150(ｍｍ) ・
・ 物品棚 JIS S 1040の規格による ⦿ 1種 ・ 2種 ・ 3種 浸透管及び浸透枡 性能等が確認できる資料を監督員に提出すること。 厚み ⦿ 1.0(ｍｍ) ・ 1.5(ｍｍ) ・

施工 ・ 常温型 ・ 加熱型 ⦿ 溶融型

・

・
・

・
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⦿
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植栽地の確認等 (23.1.3) 昇降機設備工事については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事 石綿含有成形板等 [改9.1.1]
土壌の水素イオン濃度指数(pH)試験 ・ 行う ・ 行わない 標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版」の第9編昇降機設備工事による。 の除去工事 石綿粉じん濃度測定
電気伝導度(EC)の試験 ・ 行う ・ 行わない ・ 行う 測定点の総数 ( )点

測定の時期及び測定場所はあらかじめ監督員と協議し、施工計画書
植栽基盤の整備 (23.2.2、4) に記載する。

植栽基盤整備 ・ 適用する ・ 適用しない ・ 行わない
植 栽 工 法

・ 樹木 ⦿ A種 樹高12m以上 ・ 葉張り部分 ・ 適用する 石綿作業主任者の選任、管理 [改9.1.2]
・ B種 ( ⦿ 100 ・ 120 ・ 150 ) ・ 植栽部分  石綿障害予防規則第19条により石綿作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる。
・ C種 樹高7m以上12m未満 ・ 図示 ・ 適用しない  なお、作業主任者は、資格証明書の写しに工事履歴書を添付して監督員に提出する
・ D種 ( ⦿ 80 ・ 100 ) ・ こと。
・ 樹高3m以上7m未満 処理を行う石綿成形板の仕様等

( ⦿ 60 ・ 80 )
樹高3m未満 種 類 厚さｍｍ 処理を行う範囲 備 考
( ⦿ 50 ・ 60 ) ・ 図示 ・

・ 芝、 ⦿ B種 ⦿ 20 ⦿ 植栽範囲 ・ 適用する ・ 図示 ・
地被類 ・ ・ ・ 図示 石綿含有分析 調査 [改9.1.1] ・ 図示 ・

・ ・ 適用しない ・ 石綿含有建材の事前調査
除去した石綿含有成形板の処分 [改9.1.5]

・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 石綿含有せっこうボード
但し、現状地盤より高さが上がる場合はD種とする ・ 行う(下表による) ・ 行わない ・ 埋立処分（管理型最終処分場）

・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
植栽基盤の排水設備 ・ 設ける ( ⦿ 図示 ・ ) 定性分析 定量分析 ・ 埋立処分（管理型最終処分場）

・ 設けない (JIS A 1481-1又は2) (JIS A 1481-3又は4) ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
・ ・ 箇所 ・ 箇所

埋込み用土 (23.2.3) ・ ・ 箇所 ・ 箇所 石綿含有仕上塗材 石綿粉じん濃度測定 [改9.1.1]
・ 客土 ・ 現場発生土の良質土 の除去工事 ・ 行う 測定点の総数 ( )点

サンプル数 ・ 1箇所あたり1サンプル ・ 1箇所あたり3サンプル 測定の時期及び測定場所はあらかじめ監督員と協議し、施工計画書
土壌改良材 (23.2.3) 採取場所 に記載する。

⦿ 図示による ・ ・ 図示 ・ 監督員と協議による ・ ・ 行わない

樹木 (23.3.2) ・ 封じ込め処理及び囲い込み処理 石綿作業主任者の選任、管理 [改9.1.2]
樹種、寸法、株立数等 ⦿ 図示による ・ ・ 行う ・ 行わない  石綿障害予防規則第19条により石綿作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる。

 なお、作業主任者は、資格証明書の写しに工事履歴書を添付して監督員に提出する
支柱 (23.3.2、3) ・ 除去後仕上げ工事 こと。

支柱材 ⦿ 丸太 ・ 真竹 ・ ・ 図示による ・
防腐処理方法 ⦿ 加圧式防腐処理丸太材 除去対象範囲 ・ 図示 ・

石綿含有吹付け材 除去方法 ・
幹巻き用材料 (23.3.2) の除去工事 大気汚染防止法第18条の17による届出(特定粉じん排出等作業の届出) 養生方法 ・

⦿ 幹巻き用テープ ・ わら及びこも ⦿ 要 ・ 不要 除去した石綿含有仕上塗材の処分
・ 埋立処分（安定型最終処分場）

芝 (23.4.2、3) 労働安全衛生法第88条第4項による計画の届出(吹付け石綿の建設工事届出) ・ 埋立処分（管理型最終処分場）
種類 ⦿ コウライシバ ・ ノシバ ・ ⦿ 要 ・ 不要 ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
芝張りの工法 平地 ⦿ 目地張り ・ べた張り

法面 ・ 目地張り ⦿ べた張り 石綿障害予防規則第5条第1項による作業の届出
⦿ 要 ・ 不要

吹付けは種 (23.4.2)
種子の種類 ⦿ 洋芝類(採取後2年以内) ・ 石綿粉じん濃度測定 [改9.1.1]
発芽率 ⦿ 80％以上 ⦿ 行う 測定点の総数 ( 2 )点

・ 種子の量 g/m2 測定の時期及び測定の場所はあらかじめ監督員と協議し、施工計画書に
記載する。

地被類 (23.4.2) ・ 行わない
樹 種 コンテナ径 単位面積当たりのコンテナ数 芽立数

・ 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任、管理 [改9.1.2]
・  廃棄物処理法第12条の2第6項により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有

するものを選任し管理させる。
屋上緑化 (23.5.2、3)

植栽基盤及び材料 石綿作業主任者の選任、管理
・ 屋上緑化システム  石綿障害予防規則第19条により石綿作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる。

土壌層の厚さ ・ 図示 ・ なお、作業主任者は、石綿含有吹付け材除去工事又は封じ込め工事の実績を有する
排水層 ・ 軽量骨材(層の厚さ： ) ・ 板状成形品 者とし、資格証明書の写しに工事履歴書を添付して監督員に提出すること。
植込み用土 ⦿ 改良土 ・ 人工軽量土
樹木、芝及び地被類の樹種並びに種類、寸法、株立数等 ⦿ 図示 ・ 除去を行う石綿含有吹付け材の仕様等
見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等 ⦿ 図示 ・ 種 類 室 名 除去を行う範囲 備 考

アクリルリシン吹付 軒天を除く壁・梁 図示
枯補償 (23.3.4)

新植樹木の枯補償
補償期間 ⦿ 引渡しの日から1年 ・ その他( ) 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 [改9.1.3]

⦿ 湿潤化
移植樹木の枯損処置 (23.3.6) ・ 固形化

樹木等の伐採伐根及び移植の方法は図示による
移植樹木の枯損処置期間 除去した石綿含有吹付け材等の処分

⦿ 引渡しの日から1年 ・ その他( ) ⦿ 埋立処分（管理型最終処分場）
・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

芝及び地被類の枯補償
補償期間 ⦿ 引渡しの日から1年 ・ その他( ) (23.4.7) 石綿含有保温材等

の除去工事 大気汚染防止法第18条の17による届出(特定粉じん排出等作業の届出)
・ 要 ・ 不要

石綿障害予防規則第5条第1項による作業の届出
・ 要 ・ 不要

石綿粉じん濃度測定 [改9.1.1]
・ 行う 測定点の総数 ( )点

測定の時期及び測定場所はあらかじめ監督員と協議し、施工計画書に
記載する。

・ 行わない

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任、管理 [改9.1.2]
 廃棄物処理法第12条の2第6項により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有
するものを選任し管理させる。

石綿作業主任者の選任、管理
 石綿障害予防規則第19条により石綿作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる。
 なお、作業主任者は、資格証明書の写しに工事履歴書を添付して監督員に提出する
こと。

処理を行う石綿含有保温材等の仕様等

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置 [改9.1.4]
・ 湿潤化
・ 固形化

除去した石綿含有保温材等の処分
・ 埋立処分（管理型最終処分場）
・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
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項

管理建築士 管理技術者 設計者 工事名称 設計年月日 工事種別

図面番号

検
　
図

建築工事

図面名称 縮　尺１ 級 建 築 士 事 務 所 宮 崎 県 知 事 登 録 　 Ｆ -１ ９ ８ ４ 号

１ 級 建 築 士 登 録 第 ２ ７ ８ ４ ４ ９ 号 　 　 別  当  幸  宣

株 式 会 社 別　当　設　計 令和　7年　7月
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既存庁舎

配置図　S=1/400

北

解体

解
体

既存車庫解体

 解体範囲を示す。

A1:S=1/400

A3:S=1/800
Ａ－０９既存車庫　解体図　１・仮設計画図

2
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+4,000
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車庫

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事
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管理建築士 管理技術者 設計者 工事名称 設計年月日 工事種別

図面番号

検
　
図

建築工事

図面名称 縮　尺１ 級 建 築 士 事 務 所 宮 崎 県 知 事 登 録 　 Ｆ -１ ９ ８ ４ 号

１ 級 建 築 士 登 録 第 ２ ７ ８ ４ ４ ９ 号 　 　 別  当  幸  宣

株 式 会 社 別　当　設　計 令和　7年　7月

既存車庫　解体図　２

解
体

階段・袖壁は既存のまま

柱撤去 柱撤去 柱撤去 柱撤去 柱撤去

壁撤去

柱既存のまま 柱既存のまま
撤去

柱撤去

柱撤去

柱撤去
(下部残し)

柱撤去

柱撤去

壁撤去 壁撤去壁撤去

柱既存のまま

柱既存のまま

木製家具撤去

土間既存のまま

アスファルトシート防水撤去

スチール製笠木W300撤去

スチール製笠木W300撤去

既
存
の
ま
ま

解体既存のまま

解体既存のまま

解
体

既
存
の
ま
ま

解体 既存のまま

解体既存のまま 解体 既存のまま

A1:S=1/200

A3:S=1/400

北

※内部：天井を除く壁・梁 アクリルリシン吹付(アスベスト含有)除去。

スチール製笠木W300撤去

Ａ

Ｂ

外部アクリルリシン吹付(アスベスト含有)除去範囲を示す。

スチール製EXPJ撤去

木製家具 姿図　S=1/30

【 木製家具 撤去 】2箇所

2
,7

8
0

断面図　S=1/30

4,500 700

2
,7

8
0

アルミ製庇 新設

Ａ－１０

※解体撤去、既存のまま取合い部には必ずカッターを入れること。

※内・外壁(天井(軒天)除く壁・梁)アクリルリシン吹付にアスベスト含有のため。解体撤去前に除去作業を行うこと。(作業レベル3基準)

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事



特
　
記
　
事
　
項

管理建築士 管理技術者 設計者 工事名称 設計年月日 工事種別

図面番号

検
　
図

建築工事

図面名称 縮　尺１ 級 建 築 士 事 務 所 宮 崎 県 知 事 登 録 　 Ｆ -１ ９ ８ ４ 号

１ 級 建 築 士 登 録 第 ２ ７ ８ ４ ４ ９ 号 　 　 別  当  幸  宣

株 式 会 社 別　当　設　計 令和　7年　7月

【アスベスト含有 除去】

【アスベスト含有 除去】

【アスベスト含有 除去】

モルタル塗 アクリルリシン吹付
【アスベスト含有 除去】

モルタル塗 アクリルリシン吹付

【撤去】

【撤去】

【アスベスト含有 除去】

【アスベスト含有 除去】

柱【撤去】：モルタル塗 アクリルリシン吹付

梁【撤去】

梁【撤去】

既存排水口清掃

土間既存のまま

土間上は全て撤去

解体既存のまま

柱既存のまま

解
体

既
存
の
ま
ま

柱・梁既存のまま
柱既存のまま

柱・梁撤去

柱・梁撤去
柱・梁撤去

Ｒ階　柱梁伏図　S=1/200

断面詳細図　S=1/30

 既存柱 補修を行うこと。

スチール製笠木【撤去】

アスファルトシート防水【撤去】

解体

【アスベスト含有 除去】

4
0
0

スチール製笠木【撤去】

70
0

コンクリートカッター入れ

350

≒
1
,
3
50

※切断小口は鉄筋錆止めの上 コンクリート面目荒し処理を行いモルタル塗り金コテ。

アスファルトシート防水【撤去】

解体

アクリルリシン吹付

(アスベスト含有)【除去】

天端モルタル塗り

既存のまま

アスファルトシート防水

下地調整塗材C-2の上

 複層塗材E

(アスベスト含有)【除去】
アクリルリシン吹付

アスファルトシート防水

既存のまま

Ａ 断面詳細図　S=1/30

梁

柱

解体

解体

塗膜防水 【撤去】

屋根スラブ【撤去】

壁【撤去】

塗膜防水 既存のまま

壁 既存のまま

既存のまま

屋根スラブ 既存のまま

壁 既存のまま

壁 既存のまま柱 既存のまま

アクリルリシン吹付(アスベスト含有)【除去】

(アスベスト含有)【除去】

アクリルリシン吹付

コンクリートカッター入れ

梁

柱

解体

塗膜防水 既存のまま

壁 既存のまま

既存のまま

屋根スラブ 既存のまま

壁 既存のまま

壁 既存のまま柱 既存のまま

下地調整塗材C-2の上 複層塗材E

塗膜防水端部

下地調整塗材C-2の上 複層塗材E

Ｂ 断面詳細図　S=1/30

先端下端

吊元下端

サポートポール

2ﾟ以上

d1:

Ｈ
：

ポ
ー
ル
長

57

57

接着系アンカーM10

接着系アンカーM12

アルミ押出型材

900

端部フタ

排水

29

63

64

4
6 3
2

先端化粧トイ付

断面図　S=1/10

2,200

90
0

平面図　S=1/30

既存車庫　解体図　３　・その他
A1:S=1/30,200

A3:S=1/60,400
Ａ－１１

1
,8

7
0

350

65
0

8
70

下地調整塗材C-2の上 複層塗材E

既存壁面：下地調整塗材C-2の上 複層塗材E

※切断小口は鉄筋錆止めの上 コンクリート面目荒し処理を行いモルタル塗り金コテ。

柱・壁・梁の切断部分は鉄筋錆止めの上 コンクリート面

目荒し処理を行いモルタル塗り金コテ。

アルミ製庇 【新設】

シール押さえ

(モルタル剥離撤去後 鉄筋錆止めの上モルタル塗り複層塗材E)

MS-2 10x10

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事



管理建築士 管理技術者 設計者 工事名称 設計年月日 工事種別

図面番号

検
　
図図面名称 縮　尺

特
　
記
　
事
　
項

１ 級 建 築 士 事 務 所 宮 崎 県 知 事 登 録 　 Ｆ -１ ９ ８ ４ 号

１ 級 建 築 士 登 録 第 ２ ７ ８ ４ ４ ９ 号 　 　 別  当  幸  宣

株 式 会 社 別　当　設　計 令和　7年　7月串間市庁舎車庫改修工事 電気設備工事

Ｅ－０１電気設備工事特記仕様書
A1:NO-SCALE

A3:NO-SCALE

　架台、アンカーボルト（電気及び機械関係以外）

1,500

　復帰ボタン（　　　〃　　　　）

　発信器（出退表示用）

項　　目 特　　　記　　　事　　　項

・　従量電灯 ( ・ Ａ　　・ Ｂ　　・ Ｃ )

・　電力供給事業者　（

・　電気主任技術者　(  

※新築における工事目的物の引渡しまでの基本料金及び使用電力料金は、受注者負担とする。

）

・　業務用電力 ・　臨時電力

設計図書に特記なき壁付、壁掛形の機器等の取付高は下表を標準とし、監督員の承諾を得るものとする。

工　　事　　内　　容

　機器の基礎

　開　口　部

　点　検　口

　外部取付ガラリ

　湯沸室のフード

　換気扇の取付枠

　流　し　台

　防　油　提

　床下マンホールの蓋

　屋外配水管

　雨水立管（たてどい）

手すり

　化粧鏡

　はめ込形洗面器用カウンター（前板共）

　ガスボンベ転倒防止用の鎖

電気配管配線

　ガス漏れ検知器

電　気　錠

　ユニットバス、ユニットバス内水栓

　ユニットバス換気扇

　ユニットバスへの給水給湯管、配水管接続

　洗濯機パン

システム天井

電気関係

機械関係

　特記した基礎（電気及び機械関係以外）

 梁、床、壁
  貫通スリーブ

 梁、床、壁
  貫通部型枠

 軽量鉄骨下地、壁
、
 天井ボード類の切
込

 埋込形分電盤、
  端子盤等の型枠

　断熱材兼用型枠の切込

　上記の開口部の補強

　上記の開口部の墨だし

　スリーブの穴埋(型枠の穴埋を含む)

　ＯＡフロア用配線器具

　床、壁、天井

　ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

　排水トラップ共

　オイルサービスタンクの防油提
　タンク基礎

　雨水

　汚水、雑排水

多機能用便所

上記以外のもの

　自動ドア及び電動シャッターなどの制御部と操作スイッチ
間の
　　配管配線及び操作スイッチ

　防火扉レリーズ

　電極棒

　既製間仕切壁（パネル工法）の配管及び埋込ボックス

　配線ピット及びふた

　機器などへの接続（１次側）

　機器附属の制御盤以降の配管配線(接地共)

　機器附属の制御盤への電源供給配管配線

　自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

　自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等
の
　　機器と付属操作スイッチとの渡り配管（接地共）

　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等
の
　　機器と付属操作スイッチとの渡り配線

　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等
の
　　機器と付属操作スイッチ

　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等
の
　　機器と付属操作スイッチのボックス

　個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線(接地共)

　煙感知器から連動操作盤を経て防煙ダンパに至る配管配線

　小便器用節水装置の制御盤以降の２次側の配管配線

　電気錠及び通電金具

　ＴＥＮキー及び制御盤

　ボード、Ｔバー

　照明ライン設備プレート

　空調ライン設備プレート

測点

地上～窓中心

地上～中心

床上～上端

床上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

〃

〃

鏡上端～中心

床上～下端

床上～上端

床上～中心

〃

地上～給油口

床上～中心

取付高(㎜)

1,800～2,000

1,800～2,200

1,500

1,500

（天井高）×0.9

1,300

900

300

200

150

200以上

800

2,100～2,300

2,000～2,500

150

1,500以上

1,000以下

1,300

1,800

1,000

1,500

　配電盤、制御盤の基礎

　補強を要するもの

　補強を要しないもの

　補強を要するもの

　補強を要しないもの

　補強を要するもの

　補強を要しないもの

　補強を要するもの

　補強を要しないもの

名　　　　称

　端子盤

　集合保安器箱

　壁付電話機

　親時計

　子時計・スピーカ

　アッテネータ

　増幅器用位置ボックス

　出退表示盤

　ベル・ブザー・チャイム

　インターホン

　ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機（身障者用）

　壁付位置ボックス（一般）

　壁付位置ボックス（和室）

　 火報受信機（複合盤）

　副受信機、総合盤、発信器

　警報ベル

　表示灯

　連動制御器（自動閉鎖）

屋内

屋外

屋上

自家発用

空調用

本工事
（電気工事

）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

測　点

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

建築工事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

取付高(㎜)

200

1,300

（天井高）×0.9

1,300

500

（天井高）×0.9

1,300

（天井高）×0.9

1,300

1,100

300

200

900

1,800

2,000

900

800～1,500

800～1,500

（天井高）×0.9

（天井高）×0.8

1,500

300

（天井面）-200

機械設備
工事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ⅰ　 工　 事　 概　 要

Ⅲ　機　器　取　付　高

Ⅳ　他 工 事 と の 取 合 い

ガスコックとの離隔

 　　直列ユニット（和室）

名　　　　称

　取引用計器

　引込用計器

　引込開閉器箱（低圧）

　分電盤、制御盤、実験盤

　開閉器箱

　ホーム分電盤

　スイッチ（一般）

 　　直列ユニット（一般）

 　　直列ユニット（台上）

　コンセント

　コンセント（車庫）

　壁付灯（一般）

　壁付灯（踊場）

　壁付灯（鏡上）

　避難口誘導灯

　廊下通路誘導灯

　警報盤

　操作スイッチ押し釦

　給油ボックス

　ｻｰﾓ・ﾋｭｰﾐﾃﾞｨ用位置ﾎﾞｯｸｽ

　　　〃　　（身体障害者用）

 　コンセント、電話用アウトレット

 　コンセント、電話用アウトレット

 　コンセント、電話用アウトレット

（注）天井高3,000mm以上の場合は、監督員と協議する。

　中間端子盤（ＥＰＳ、電気室）

　呼出ボタン（身体障害者用）

　 シルバーケア用位置ボックス

　ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

　廊下表示灯（　　　〃　　 　）

　　 〃　（都市ガス）

200（上端1,900以下）

1,500（上端1,900以下）

床上～操作部

床上～中心

天井面～中心

天井下～上端

床上～中心

天井下～上端

床上～中心

床上～中心

1,500（上端1,900以下）

　テレビアンテナ基礎（　　　　　〃　　　　　）

　自家用発電機の基礎(アンカーボルト除く）

　避雷針の基礎(　　　　　〃　　　　　）

　屋上設備（架台、アンカーボルトを除く）

　屋内設備

　屋外設備

1．工　事　名　称

　６．契  約  種  別

※本工事に必要な工事用水、工事用電力(基本料金を含む）及び官公署等への諸手続、その他工事目的物

　 引渡しまでに要する費用は、全て請負者の負担とする。

　構内につくることが

・　設けない

・　

・　

・　

別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

本工事で設置する。

足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働
省平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の
組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん
及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

・ できる

　・　設ける（　　　　　　　　）㎡程度

・ できない

その他

　７．工事用電力、水、

　８．工事用仮設物

　９．監督員事務所

１０．足場・桟橋類

・　低圧電力

・　対象工事

対象
建築
工事

※設備機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、ＪＩＳマーク表示の

　ない機材及びその製造者等は、つぎの（１）～（６）の事項を満たすものとする。

　

対象建設工事の種類

建築物の解体

建築物の新築・増築

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)

（１）　機材等が所要の品質・性能を確保し、試験データが整備されていること。

（２）　生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

（３）　安定的な供給が可能であること。

（４）　法令等で定める許可、認可、認定または免許等を取得していること。

（５）　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

（６）　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

　LED光源機材の仕様に特に指定がない場合は、発注時における（一社）日本照明工業
会（ＪＬＭＡ）等の基準を満たしているものとする。　
　なお、これらの機材を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有すること
の証明となる資料又は外部機関 （（一社) 公共建築協会　他）が発行する資料等の写
しを監督員に提出して承諾を受けるものとする。

・　対象外工事 ・　請負代金の額による

規模の基準

床面積の合計

床面積の合計

請負代金の額

請負代金の額

８０

５００

１

５００

㎡以上

㎡以上

億円以上

万円以上

　１．建設リサイクル法

・　一般用 ・　自家用　３．電気工作物の種類

※契約電力５００ｋＷ以上の場合であっても、第一種電気工事士により施工を行う。　４．電気工事士

　５．工事担任者

２．工　事　場　所

フラッシュプレート

フロアプレート

※刻印の直径は１０ｍｍ、文字は黒色とし下記による。

※スイッチ、コンセントで用途の判別のし難いもの及び３連以上のスイッチは表示する。

※ハンドホール・マンホールのふたは、下図による。用途種別を刻印する。

※構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。

　　　　　・ 鉄製（　　　　箇所）　　　　・ コンクリート製（　　　　箇所）

※標識シートは、２倍長以上重ね合せを使用し、低圧地中幹線路及び通信地中幹線路にも設ける。

※特記のない引き下げ部分及び露出部分の配線はＭＭ１（Ａ型）にて保護する。

※貫通部分の配線は、金属管などにて保護する。

※接地極の材料は下記による。

電灯

電気時計

ﾃﾚﾋﾞ共聴

ｼﾙﾊﾞｰｹｱ

ハンドホール鉄ふた姿図

接　地　種　別

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種及びＤ種

・　ステンレス又は新金属

・　砲金製

動力

電鈴

火報

ＬＡＮ

県旗マーク

接　　　　地　　　　極

ＥＰ(ｱｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 1.5ｔ×900×900銅板)

ＥＰ(ｱｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 1.5ｔ×600×600銅板)

ＥＢ（ｱｰｽﾌﾞﾛｯｸ　D=14, L=1,500,より線22ﾟ×300　銅製接地棒）

　接地線太さ30mm以上は２本使用

電話

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

防犯

用途種別

電力

通信

電気

弱電

高圧

・　樹脂製（カラープレート含む）

・　アルミ合金製

表　　示　　　

放　　送　　　

ガス漏れ　　 

ノズルプレート等の

刻印

用途種別

２２．プレートの材質

２３．カバープレート及び

２５．地中線の埋設標

２６．標識シート

２７．電 路 の 保 護

２８．接　　地　　極

・　コードペンダント以外の放電器具及び水気のある場所の白熱灯器具は接地する。

※本工事においては、ＥＭ電線・ＥＭケーブルを原則使用するものとする。

※ビニル電線等を使用する旨の記載があるものは、ＥＭケーブルの規格に読みかえ使用する。

※ＥＭケーブルの電線の色別は、原則として標仕による。

　ただし、ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。

２９．照明器具の接地

３０．電線類

　なお、金属管配線の場合は、配管を利用してもよい。（乾燥した場所のコンパクト器具（２７Ｗ以下）を除く）

※屋外の支持金物、ボルト及びナットなどは、溶融亜鉛めっき仕上げ又はステンレス製とする。

※屋外に使用するプルボックスは、図面に特記なき場合は、ステンレス製とする。及びプルボックス

２０．屋外の支持金物

※長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、１．２ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を挿入する。２１．呼 　 び  　線

(1)

(2)

(3)

(4)

・　構内指示の場所に敷きならし

※下記のものを監督員に提出する。

　

引き渡しを要するもの

引渡しを要するもの以外

特別管理産業廃棄物

再利用又は再資源化を図るもの

・　有り　（

・　構外搬出適正処理

・　有り　（ＰＣＢ使用機器：

※ＰＣＢ使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引き渡す。

・　構内指示の場所にたい積 ・　構外搬出適切処理

）

）

）

１２．残土処理

１３．工  事  写  真

１１．発生材の処理

１４．完 成 図 書

１５．施工図の取扱い

１６．耐　震　施　工

１７．電線本数・管路など

１８．形状・寸法等

１９．予　 備 　配　　管

区　分 提出部数 備　　　考分類・規格 提出方法

カラー・デジタル写真

カラー

完成時

カラー・デジタル写真着工前

カラー・デジタル写真工事中

完成写真

・ＣＤーＲ

・

・ＣＤーＲ

・

・ＣＤーＲ

・

・紙

・１部

・１部

・１部

・１部

・（　）部

・（　）部

・（　）部

・（　）部

　撮影箇所及び方法については、国土交通大臣官房官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領（令和３
年版）」及び監督員の指示による。

全景は、原則植栽工事
完了後とする

詳細は、工事事務処理
要領による。

※完成図書 (鍵、保証書、取扱説明書等）     

※完成図

※施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

※設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人 建築研
究所 監修）により、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。

　なお、設計用水平地震力、設計用鉛直地震力は下記による。

(1)

(2)

※重要機器

※分電盤、制御盤及び端子盤等の二次以降の配線経路は、電線太さ、電線本数及び管径等は監督員

　の承諾を受けて変更しても差し支えない。

　　また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分

　は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

※姿図の形状寸法等は、図面表示と多少相違してもよい。

・　１部

※２ツ折り製本

設計用水平地震力

　設計用水平地震力は機器の重量に、次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設置場所

上層階の天井以上

１階天井～上層階の床

１階の床以下　　　　　

上層階の定義

　　

設計用鉛直地震力

　設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・　配電盤

・　交換機

　　（注）　（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

　　　　　　＜　＞内の数値は水槽類に適用する。

　６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建ての場
合は上層３階、１３階以上の場合は上層４層とする。

・　（　　　　　）　部

・　自家発電装置

・　火災報知受信機

耐震安全の分類

・　特定の施設

重要機器

2.0

(2.0)

<2.0>

１.5

(1.5)

<1.5>

1.0

(1.0)

<1.5>

一般機器

１.5

(2.0)

<1.5>

1.0

(1.5)

<1.0>

0.6

(1.0)

<1.0>

・　直流電源装置

・　中央監視装置

・　１部

・　一般の施設

重要機器

１.5

(2.0)

<1.5>

1.0

(1.5)

<1.0>

0.6

(1.0)

<1.0>

・　無停電電源装置

・　（　　　　　）　部

一般機器

1.0

(1.5)

<1.0>

0.6

(1.0)

<0.6>

0.4

(0.6)

<0.6>

※埋込分電盤の場合は予備の配線用遮断器数に応じ、次のように予備配管を設ける。

天井スラブの場合

二重天井の場合

配　　管

天井又は梁下200㎜まで仕上げジョイントボックス取付

天井内まで仕上げ、ジョイントボックス取付

予備の配線用遮断器 ４個以下…（PF22相当）×１

・　修正ＣＡＤデータ ・　１部 ・　（　　　　　）　部

・　保全に関する資料等（標仕１．７．３による）

・　県有建物保全情報システムデータシートについて

・　２部

※電子データにより、監督員に提出する

・　（　　　　　）　部

・　紙面により、監督員に提出する

　　　　設計変更等に伴う図面修正は、受注者が行なう事。

　　　　設計変更等に伴う図面修正は、受注者が行なう事。

５個以上…（PF22相当）×２

　　

(1)

(2)

コンクリート製造工場の選定

※JISマーク表示認証工場で、生コンクリート品質管理監査会議の監査に合格した工場

　・上記以外の工場

軽易なコンクリート工事の品質管理試験

　　

　　

　　

　上記工場で製造されたレディーミクスコンクリートを使用する場合には、「品
質管理監査合格証」の写し及び「配合報告書」のみの提出とし、セメント、骨材
、練り混ぜ水、混和剤の試験成績表及び配合計算書の提出を省略することができ
る。

　コンクリートの用途が特に重要でない場合又は小規模工事（総使用量が５０ｍ
3未満かつ１日の打設量が１０ｍ3未満の場合）で、監督員の承諾を受けた場合は
、ＪＩＳマーク表示認証工場の品質証明書（監督員が指示するもの）の提出によ
り、スランプ、空気量、単位容積質量、温度、塩化物量の試験及びコンクリート
強度試験を省略することができる。

３４．コンクリート工事

３１．撤去後の補修 ※壁付け器具、床置き機器、天井付け機器の撤去後の取付ボルト、壁面、天井面の変色等は、監督員と

協議して補修する。

協議して補修する。めっき仕上げ

３２．厚鋼電線管の溶融亜鉛 ※厚鋼電線管は全て溶融亜鉛めっき仕上げとし、めっき付着量300g/m2以上とする。

３３．露出金属配管の塗装 ・屋外　　・あり（塗装範囲は図示による）　　　　　・なし

・屋内　　・あり（塗装範囲は図示による）　　　　　・なし

電気通信事業法第７１条に規定する工事担任者　※（）内は、みなし対象の旧資格者証

・　ＡＩ第二種

・　ＤＤ第二種

・　第一級アナログ通信（ＡＩ第一種）・　第二級アナログ通信（ＡＩ第三種）

・　第一級デジタル通信（ＤＤ第一種）・　第二級デジタル通信（ＤＤ第三種）

・　総合通信（ＡＩ・ＤＤ総合種）

　２．機材の品質等

２４．表示

・　有り　（ 電線・ケーブル

宮崎県串間市

工　事　種　目

建物別及び屋外

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

動力設備

電熱設備

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

テレビ電波障害防除設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

医療関係設備

構内配電線路

構内通信線路

撤去工事

電灯設備

自動火災報知･自動閉鎖･非常警報設備

３．工　事　種　目　（○印のついたものを適用する）

既設車庫

１．共　通　仕　様

(1)

(2)

２．特　記　仕　様

(1)

(2)

　特記仕様及び図面に記載されてない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事

　　　　

　機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

なお、機械設備工事の工事仕様書は（　/　）図、建築工事書の仕様は（　/　）図による。

　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　特記事項は、「 ・」 に ○ 印のついたものを適用する。

○の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。○印と※印の付いた場合は、共に適用する。

Ⅱ　 工　 事　 仕　 様

編）最新版（以下「標仕」という。）及び公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版並びに国土交通省大臣官房官

庁営繕部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）最新版による。

屋外車庫

（串間市庁舎西側車庫解体工事）　工事特記仕様書

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事

西側車庫一部解体・補修



特
　
記
　
事
　
項

管理建築士 管理技術者 設計者 工事名称 設計年月日 工事種別

図面番号

検
　
図図面名称 縮　尺１ 級 建 築 士 事 務 所 宮 崎 県 知 事 登 録 　 Ｆ -１ ９ ８ ４ 号

１ 級 建 築 士 登 録 第 ２ ７ ８ ４ ４ ９ 号 　 　 別  当  幸  宣

株 式 会 社 別　当　設　計 令和　7年　7月

解
体

既
存
の
ま
ま

解体既存のまま

解体既存のまま

解
体

既
存
の
ま
ま

解体 既存のまま

解体既存のまま 解体 既存のまま

A1:S=1/200

A3:S=1/400

北

Ａ

Ｂ

撤去リスト

自火報　総合盤

差動式　感知器　２種

プルボックス　鋼板製

電線管共撤去

Ｅ－０３

電気設備工事

既設車庫　電気設備撤去図

照明器具 FL40W-2 (露出形)

柱撤去に伴い（取外し・再取付）

分電盤（取外し・再取付）

柱撤去に伴い（取外し・再取付）

電線管

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事


